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区）� 46

〇広島市安芸区地域福祉センター，広島市畑�
賀福祉センター，広島市阿戸福祉センター�
及び広島市矢野福祉センターの使用料の収�
納事務の委託（安芸区）� 46

〇広島市瀬野福祉センターの使用料の収納事�
務の委託（安芸区）� 47

〇広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広�
島市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の�
収納事務の委託（安芸区）� 47

〇建築基準法による道路の位置の指定（安芸�
区）　２件� 47

〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 47
〇区出納員の事務の一部委任（安芸区）　２�
件� 47

〇宮ノ下町内会の告示事項の変更（安芸区）� 48
〇建築基準法による道路の位置の指定（安芸�
区）� 48

〇区出納員の事務の一部委任（安芸区）　２�
件� 48

〇放置自転車等の撤去（南区）　２件� 38
〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�
区）� 38

〇放置自転車等の撤去（南区）� 38
〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�
区）� 38

〇建築基準法による道路の位置の指定（南区）� 38
〇放置自転車等の撤去（南区）　２件� 38
〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�
区）� 38

〇放置自転車等の撤去（南区）� 38
〇広島市草津老人いこいの家の使用料の収納�
事務の委託（西区）� 38

〇広島市南観音老人福祉センターの使用料の�
収納事務の委託（西区）� 39

〇西部埋立第五公園照明点灯カード売払代金�
の収納事務の委託（西区）� 39

〇竜王公園照明点灯カード売払代金の収納事�
務の委託（西区）� 39

〇広島市西区地域福祉センターの使用料収納�
事務の委託（西区）� 39

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変�
更（西区）� 39

〇放置自転車等の撤去（西区）　９件� 39
〇広島市安佐南区地域福祉センターの使用料�
の収納事務の委託（安佐南区）� 40

〇広島市祇園福祉センターの使用料の収納事�
務の委託（安佐南区）� 40

〇広島市伴福祉センターの使用料及びイベン�
ト広場照明点灯カード売払代金の収納事務�
の委託（安佐南区）� 41

〇広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納�
事務の委託（安佐南区）� 41

〇広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納�
事務の委託（安佐南区）� 41

〇区出納員の事務の一部委任（安佐南区）� 41
〇瀬戸内苑団地自治会の告示事項の変更（安�
佐南区）� 41

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変�
更（安佐南区）� 41

〇区出納員の事務の一部委任の解除（安佐南�
区）� 42

〇区出納員の事務の一部委任（安佐南区）� 42
〇若葉台町内会の告示事項の変更（安佐南区）� 42
〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変�
更（安佐南区）� 42

〇イトーピア長楽寺町内会の告示事項の変更�
（安佐南区）� 42

〇あさおか台自治会の告示事項の変更（安佐�
南区）� 42
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台帳の一部の写しの閲覧（東区）� 55
〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本�
台帳の一部の写しの閲覧（安佐北区）� 56

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本�
台帳の一部の写しの閲覧（安佐北区）� 56

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本�
台帳の一部の写しの閲覧（安芸区）� 58

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本�
台帳の一部の写しの閲覧（安芸区）� 58

区 選 管 告 示

〇平成２７年度における選挙人名簿の抄本の�
閲覧状況（南区）� 59

〇平成２７年度における選挙人名簿の抄本の�
閲覧状況（安佐南区）� 59

〇平成２７年度における選挙人名簿の抄本の�
閲覧状況（安佐北区）� 59

〇平成２７年度における選挙人名簿の抄本の�
閲覧状況（佐伯区）� 59

人事委員会規則

〇広島市人事委員会が保有する保有個人情報�
の開示等に関する規則の一部を改正する規�
則（第１１号）� 59

〇管理職員等の範囲を定める規則の一部を改�
正する規則（第１２号）� 59

農 業 委 規 程

〇広島市農業委員会が保有する保有個人情報�
の開示等に関する規程の一部を改正する規�
程（第１号）� 60

教 委 規 則

〇広島市教育委員会が保有する保有個人情報�
の開示等に関する規則の一部を改正する規�
則（第１０号）� 60

教 委 告 示

〇広島市教育委員会議（定例会）の開催� 60
水 道 局 規 程

〇広島市水道局行政不服審査法による書面の�
写し等交付手数料規程（第２号）� 60

〇広島市水道局事務分掌規程及び広島市水道�
局職務権限規程の一部を改正する規程（第�
３号）� 61

〇広島市水道局職員の職名に関する規程の一�
部を改正する規程（第４号）� 61

〇水道事業管理者が保有する保有個人情報の�
開示等に関する規程の一部を改正する規程�
（第５号）� 61

〇物品等又は特定役務の調達手続の特例を定�
める規程の一部を改正する規程（第６号）� 61

監 査 告 示

〇地方自治法第２５２条の３２第２項の規定�
に基づく告示� 62

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 49
〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 49
〇広島市老人いこいの家新宮山荘，広島市老�
人いこいの家窓山荘，広島市老人いこいの�
家さつき荘，広島市老人いこいの家八幡荘，�
広島市老人いこいの家倉重荘，広島市老人�
いこいの家中央荘，広島市老人いこいの家�
五日市荘，広島市老人いこいの家楽々荘，�
広島市老人いこいの家美隅荘の使用料の収�
納事務の委託（佐伯区）� 49

〇広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収�
納事務の委託（佐伯区）� 49

〇佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使�
用料収納事務の委託（佐伯区）� 49

〇五月が丘一丁目町内会の告示事項の変更�
（佐伯区）� 49

〇区出納員の事務の一部委任の解除（佐伯区）� 49
〇区出納員の事務の一部委任（佐伯区）　５�
件� 49

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 51
〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�
伯区）� 51

〇広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の�
収納事務の委託（佐伯区）� 51

〇広島市石内福祉センターの使用料の収納事�
務の委託（佐伯区）� 51

〇水路の廃止（佐伯区）� 51
〇市街化区域内の水路の廃止（佐伯区）� 51
〇路線名等を定める法定外公共物の指定（佐�
伯区）　２件� 52

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 52
〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�
伯区）� 52

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 52
〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�
伯区）� 52

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 52
〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�
伯区）� 53

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 53
〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�
伯区）� 53

〇道路の区域変更（佐伯区）� 53
〇道路の供用開始（佐伯区）� 53
〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 53

区 告 示

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本�
台帳の一部の写しの閲覧（中区）　２件� 54

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本�
台帳の一部の写しの閲覧（東区）� 55

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本�
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　第６条中「第６条」の右に「若しくは第１０条第５項」を，

「第７条第１項」の右に「若しくは第１０条第６項」を加え，同

条第３号中「公告」を「当該公告」に改める。

　第７条第１項中「公告を」を「特例政令第６条若しくは第１０

条第５項の公告を」に改め，「第７条第１項」の右に「若しくは

第１０条第６項」を加え，「第４項」を「第５項」に改め，同条

第４項中「第７条第２項」の右に「又は第１０条第７項」を加え

る。

　第９条第１号を次のように改める。

⑴　特例政令第６条若しくは第１０条第５項の公告又は特例政

令第７条第１項若しくは第１０条第６項の規定による公示を

しなければならない事項（特例政令第６条第６号に掲げる事

項を除く。）

　第１２条を第１３条とする。

　第１１条第１項中「第１１条」を「第１２条」に改め，同条第

２項第７号中「第６条」の右に「若しくは第１０条第５項」を，

「第７条第１項」の右に「若しくは第１０条第６項」を加え，同

条を第１２条とし，第１０条を第１１条とし，第９条の次に次の

１条を加える。

　（予定価格の決定方法）

第１０条　特例政令第１０条第１項の規定による入札に付する事

項の予定価格は，契約規則第１６条第１項の規定にかかわら

ず，当該入札に付する物品等又は役務の種類ごとの総価額を当

該種類ごとの需要数量で除した金額をもって定めなければなら

ない。

附　則

１　この規則は，平成２８年５月１日から施行する。

２　広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規

則（平成１６年広島市規則第７２号）の一部を次のように改正

する。

別表第３物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

の項中「第１０条」を「第１１条」に改める。

告 示
広島市告示第１４９号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき広島駅南口地下広場の使用料の収納事務を次の

とおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市南区松原町９番１号

広島駅南口開発株式会社

代表取締役　重藤　吉久

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

条 例
広島市条例第３５号

平成２８年４月２０日

　広島市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市市税条例の一部を改正する条例

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）の一部を次

のように改正する。

　附則第１０条の次に次の１条を加える。

　（法人の市民税の特定寄附金税額控除）

第１０条の２　法人税法第１２１条第１項（同法第１４６条第１

項において準用する場合を含む。）の承認を受けている法人又

は法附則第８条の２の２第３項の連結親法人若しくは同項の連

結子法人（いずれも同条第１０項各号に掲げる法人に該当する

ものを除く。）が，平成３２年３月３１日までに，同条第１項

に規定する認定地方公共団体に対して同項に規定する特定寄附

金を支出した場合には，同条第７項又は第９項の規定するとこ

ろにより，その控除すべき額を第４８条第１項の規定により申

告納付すべき法人税割額から控除するものとする。

附　則

１　この条例は，公布の日から施行する。

２　改正後の附則第１０条の２の規定は，この条例の施行の日以

後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了す

る連結事業年度分の法人の市民税について適用する。

規 則
広島市規則第４６号

平成２８年４月２７日

　物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部を改

正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の

一部を改正する規則

　物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

広島市規則第１３２号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１項中「第３項第２号」を「第４項第２号」に改め

る。

　第４条第１項中「第６条」の右に「又は第１０条第５項」を加

える。

　第５条第１項中「第７条第１項」の右に「又は第１０条第６

項」を加え，同条第２項中「第７条第３項」を「第７条第４項」

に改め，同条第３項中「第７条第２項」の右に「又は第１０条第

７項」を加え，同条に次の１項を加える。

４　契約規則第２１条の規定は，特定調達契約に関する事務につ

いては，適用しない。
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１　委託を受けた者

広島市中区八丁堀２番３１号

東宝ビル管理株式会社中国支社

支社長　長野　栄司

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５４号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市こども療育センター療育相談所及び広

島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市東区光町二丁目１５番５５号

社会福祉法人広島市社会福祉事業団

代表者　理事長　松井　一實

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示１５５号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，コンビニエンスストア等における証明書の自

動交付に係る証明書発行手数料の収納に関する事務を次のとおり

委託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

委託先及び委託期間

１　委託先

東京都千代田区一番町２５番地

地方公共団体情報システム機構

理事長　西尾　勝

２　委託期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５６号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市公民館使用料の収納事務を次のとおり

委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

広島市告示第１５０号

平成２８年４月１日

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので，広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第３３条第２項

の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

平成２８年４月１日

２　汚水を排除し，及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し，及び処理する区域 排水処理施設の名称
安佐南区沼田町大字阿戸および
沼田町大字吉山の各一部 戸山農業集落排水処理施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５１号

平成２８年４月１日

　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規

定に基づき，固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する

固定資産（土地，家屋及び償却資産）の平成２８年度の価格等の

全てを登録しました。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５２号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市男女共同参画推進センター使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区白島北町１８番２－６０１号

男女共同参画社会をめざす女性教育を考える会広島グループ

理事長　信政　ちえ子

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５３号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市西部こども療育センター療育相談室の

使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第

２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實
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平成２８年４月１日

　計量法（平成４年法律第５１号）第１９条に規定する特定計量

器の定期検査を，次のとおり実施するので，同法第２１条第２項

の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　実施区域及び実施期日

⑴　非自動はかりでひょう量が２トン以下のもの，分銅及びお

もり

安佐北区　　�平成２８年　５月　９日から平成２８年３月

３１日まで

安佐南区　　�平成２８年　７月　４日から平成２９年３月

３１日まで

佐伯区　　　�平成２８年１０月　３日から平成２９年３月

３１日まで

西区　　　　�平成２８年１１月１４日から平成２９年３月

３１日まで

（土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日を除く。）

⑵　非自動はかりでひょう量が２トンを超えるもの

安佐北区，安佐南区，佐伯区及び西区　平成２８年１１月１

日から平成２９年３月３１日まで

（土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日を除く。）

２　実施場所

特定計量器の所在場所

ただし，特段の理由がある場合にあっては，広島市指定定期

検査機関が指定した場所とする。

３　定期検査を実施する者

広島市指定定期検査機関　一般社団法人広島県計量協会

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６１号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，計量法（平成４年法律第５１号）第２０条第

１項の規定による指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に

係る検査手数料収納業務を次のとおり委託したので，同令第

１５８条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市南区丹那町４番１２号

一般社団法人広島県計量協会

会長　山本　和彦

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６２号

平成２８年４月１日

理事長　堀内　雅晴

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５７号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市立中央図書館の複写手数料及び広島市

こども図書館の複写手数料の収納事務を次のとおり委託したの

で，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　堀内　雅晴

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５８号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき広島市西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市南区南蟹屋二丁目３番１号

株式会社広島東洋カープ

代表取締役社長　松田　元

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５９号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

別紙のとおり。

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６０号
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⑴　名　　　　称　株式会社クレディセゾン

代表者の氏名　代表取締役社長　林野　宏

主たる事務所の所在地　�東京都豊島区東池袋三丁目１番１

号

⑵　名　　　　称　株式会社中国しんきんカード

代表者の名前　代表取締役社長　坪井　宏

主たる事務所の所在地　広島市中区立町１番２４号

２　指定代理納付者に納付させる歳入の種類

広島市寄附金

３　指定代理納付者に歳入を納付させる期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６６号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市永安館，広島市可部火葬場，広島市湯

来火葬場，広島市五日市火葬場，広島市西風館及び広島市高天原

納骨堂の使用料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２

項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市西区己斐本町二丁目１９番３号

ひろしま斎苑管理グループ

代　表　澤田　英治

２　委託期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６７号

平成２８年４月１日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２７第２

項の規定により，包括外部監査契約を締結したので，同法第

２５２条の３６第５項の規定により，次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　包括外部監査契約の期間の始期

平成２８年４月１日

２　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費

用の額の算定方法

基本費用及び執務費用とする。

３　包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

氏名　福田　浩

住所　広島市中区堺町一丁目８番１－１３０２号

４　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費

用の支払方法

契約の定めるところによる。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６８号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市西新天地公共広場の使用料収納事務を

次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

呉市中通一丁目３番１６号

株式会社エムケイ興産

代表者　代表取締役　宮下　佳昌

２　委託期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６３号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島広域公園の使用料収納事務を次のとおり

委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

公益財団法人広島市スポーツ協会

代表者　会長　山根　恒弘

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６４号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島平和記念資料館の使用料の収納事務を次

のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区中島町１番２号

公益財団法人広島平和文化センター

理事長　小溝　泰義

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６５号

平成２８年４月１日

　広島市会計規則（昭和４３年広島市規則第２３号）第２５条の

２第２項の定めるところにより，指定代理納付者として次の者を

指定しました。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定代理納付者の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地
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項の規定に基づき，広島市青少年センターの施設及び附属設備の

使用料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　堀内　雅晴

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７２号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市似島臨海少年自然の家の施設及び附属

設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項

の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　堀内　雅晴

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７３号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーン

スポーツセンターの施設及び附属設備の使用料の収納事務を次の

とおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　堀内　雅晴

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７４号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市留学生会館の使用料（交流施設に係る

使用料に限る。）の収納事務を次のとおり委託したので，同条第

２項の規定に基づき告示する。

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市営さん橋の係船料，入場料及び船舶給

水施設使用料の徴収事務，広島市草津岸壁の係船料，荷さばき所

使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務，広島港さん橋，似島

さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港

さん橋の定期券に係る駐車料の徴収事務を次のとおり委託したの

で，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

代表者　理事長　三村　義雄

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６９号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料

徴収等事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市西区三條町一丁目１番１号

広島内外美装株式会社

代表取締役　梶谷　勲

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７０号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島港さん橋の入場料（定期券に係る入場料

を除く。）の徴収事務を次のとおり委託したので，同条第２項の

規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市南区宇品海岸一丁目１３番１３号

宇品海運株式会社

代表取締役　塩本　廣文

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７１号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１
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２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７８号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市江波山気象館及び広島市郷土資料館の

複写手数料に係る収納事務並びに広島城，広島市こども文化科学

館及び広島市郷土資料館の刊行物売払収入に係る収納事務を次の

とおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　堀内　雅晴

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７９号

平成２８年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定

により，次に掲げる者を指定居宅介護支援事業者として指定した

ので，同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　平成２８年４月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

パナソニック
エイジフリー
サービス株式
会社

パナソニック
エイジフリー
ケアセンター
広島中央・ケ
アマネジメン
ト

広島市南区出
汐三丁目１０
番６号

居宅介護支援

第一ボデー株
式会社

ケアホーム㐂
春想（きはる
そう）居宅介
護支援事業所

広島市西区山
手町１番１３
号

居宅介護支援

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬ居宅介
護支援事業所
シャレー

広島市安佐南
区上安六丁目
３１番２号

居宅介護支援

合同会社ＴＯ
ＳＩ総合企画

居宅介護支援
事業所こより
深川

広島市安佐北
区深川二丁目
３９番３５号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８０号

平成２８年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推

進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第

８３号）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市南区松原町５番９号

株式会社オオケン

代表者　代表取締役　大中　恒男

２　委託期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７５号

平成２８年４月１日

　農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条

第１項の規定により農用地利用集積計画を定めたので，同法第１�

９条の規定により公告します。

　なお，この農用地利用集積計画（農業経営基盤強化促進法施行

規則（昭和５５年農林水産省令第３４号）第１７条に規定する農

業経営の状況を除く。）は，広島市経済観光局農林水産部農政

課，安佐南区役所農林建設部農林課，安佐北区役所農林建設部農

林課，安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農

林課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７６号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市工業技術センターの使用料及び手数料

の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づ

き告示する。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市西区草津新町一丁目２１番３５号

公益財団法人広島市産業振興センター

代表者　理事長　皆本　也寸志

２　委託期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７７号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市交通科学館の手数料の収納事務を次の

とおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市安佐南区長楽寺二丁目１２番１号

広島高速交通株式会社

代表取締役社長　濱本　康男
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社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬデイサ
ービスシャレ
ー

広島市安佐南
区上安六丁目
３１番２号

通所介護

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬデイサ
ービスシャレ
ー

広島市安佐南
区上安六丁目
３１番２号

介護予防通所介護

株式会社ひま
わり

リハビリ型デ
イサービスは
っぴぃーふぁ
みりー

広島市安芸区
中野二丁目１�
８番８号

通所介護

株式会社ひま
わり

リハビリ型デ
イサービスは
っぴぃーふぁ
みりー

広島市安芸区
中野二丁目１�
８番８号

介護予防通所介護

医療法人社団
輔仁会

ショートステ
イおおたがわ

広島市東区戸
坂山根一丁目
２４番２０号

短期入所生活介護
及び介護予防短期
入所生活介護

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬナーシ
ングホームシ
ャレー

広島市安佐南
区上安六丁目
３１番２号

短期入所生活介護
及び介護予防短期
入所生活介護

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬショー
トステイシャ
レー

広島市安佐南
区上安六丁目
３１番２号

短期入所生活介護
及び介護予防短期
入所生活介護

パナソニック
エイジフリー
サービス株式
会社

パナソニック
エイジフリー
ショップ広島
中央

広島市南区出
汐三丁目１０
番６号

福祉用具貸与及び
介護予防福祉用具
貸与

パナソニック
エイジフリー
サービス株式
会社

パナソニック
エイジフリー
ショップ広島
中央

広島市南区出
汐三丁目１０
番６号

特定福祉用具販売
及び特定介護予防
福祉用具販売

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８１号

平成２８年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号

の規定により，次に掲げる施設を指定介護老人福祉施設として指

定したので，同法第９３条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　平成２８年４月１日

広島市長　　松　井　一　實

開設者 施設
サービスの種類

名称 名称 所在地
社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬナーシ
ングホームシ
ャレー

広島市安佐南
区上安六丁目
３１番２号

介護老人福祉施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８２号

平成２８年４月１日

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）下水道事業受益

者負担に関する条例（昭和５４年広島市条例第６４号）第５条第

１項の規定に基づき，別紙のとおり平成２８年度の賦課対象区域

を告示します。

別紙　略

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

効力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１条第

３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法第５�

３条第１項の規定により，次に掲げる者を指定居宅サービス事業

者及び指定介護予防サービス事業者として指定したので，介護保

険法第７８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告

示します。

　指定年月日　平成２８年４月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

一般社団法人
協働

訪問介護事業
所テレサ

広島市中区富
士見町１１番
６号エソール
広島９２０

訪問介護

一般社団法人
協働

訪問介護事業
所テレサ

広島市中区富
士見町１１番
６号エソール
広島９２０

介護予防訪問介護

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬヘルパ
ーステーショ
ンシャレー

広島市安佐南
区上安六丁目
３１番２号

訪問介護

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬヘルパ
ーステーショ
ンシャレー

広島市安佐南
区上安六丁目
３１番２号

介護予防訪問介護

株式会社オー
ジーロジテク
ノ

オージー・コ
アラ広島

広島市佐伯区
五日市駅前三
丁目１０番４
号

訪問介護

医療法人社団
仁鷹会

たかの橋訪問
看護ステーシ
ョン

広島市中区国
泰寺町二丁目
４番２１号た
かの橋中央ビ
ル３０１号室

介護予防訪問看護

キャリアプラ
ス株式会社

プラス訪問看
護ステーショ
ン

広島市南区宇
品御幸三丁目
７番４０号第
三佐伯ビル１
階

訪問看護及び介護
予防訪問看護

株式会社不二
ビルサービス

訪問看護ステ
ーションふじ
段原

広島市南区金
屋町４番１７
号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

ラディアント
株式会社

訪問看護ステ
ーションみど
りい

広島市安佐南
区緑井二丁目
２８番３１－
２０２号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

日本サポート
アットホーム
株式会社

リハビリ訪問
看護ステーシ
ョンサポート

広島市安佐南
区伴東一丁目
１３番２１号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

医療法人光臨
会

デイサービス
あらき

広島市西区庚
午中二丁目１�
１番１５号

通所介護

医療法人光臨
会

デイサービス
あらき

広島市西区庚
午中二丁目１�
１番１５号

介護予防通所介護

ヤマネホール
ディングス株
式会社

デイサービス
きたえるーむ
広島緑井

広島市安佐南
区緑井二丁目
２７番４号

通所介護

ヤマネホール
ディングス株
式会社

デイサービス
きたえるーむ
広島緑井

広島市安佐南
区緑井二丁目
２７番４号

介護予防通所介護
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広島市告示第１８６号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市玖谷埋立地管理事務所の固形状一般廃

棄物処分手数料及び固形状一般廃棄物再生処理手数料並びに産業

廃棄物の処分に要する費用の収納事務を次のとおり委託したの

で，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長　三村　義雄

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８７号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固

形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したの

で，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長　三村　義雄

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８８号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務を

次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託した者

⑴　コンビニエンスストア

業者名 所在地 代表者
㈱セブン－イレ
ブン・ジャパン

東京都千代田区二番町
８－８

代表取締役　井坂　
隆一

㈱ポプラ 広島市安佐北区安佐町
大字久地６６５－１

代表取締役社長　目
黒　真司

山崎製パン㈱ 東京都千代田区岩本町
三丁目１０－１

デイリーヤマザキ事
業統括本部長　島田
　克哉

㈱ローソン
運営本部　中四
国運営部

岡山県岡山市北区磨屋
町１０－１２

運営統括　柴折　直
人

広島市告示第１８３号

平成２８年４月１日

　広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年広島市

条例第１９号）第８条第１項の規定に基づき，平成２８年度広島

市一般廃棄物処理実施計画（平成２８年度一般廃棄物（ごみ）処

理実施計画及び生活排水処理実施計画）を次のとおり告示する。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８４号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８号第１

項の規定に基づき，液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務を次の

とおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長　三村　義雄

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

３　委託した区域

広島市の区域のうち，東区の福田町，福田一丁目，福田二丁

目，福田三丁目，福田四丁目，福田五丁目，福田六丁目，福田

七丁目，福田八丁目，馬木町，馬木一丁目，馬木二丁目，馬木

三丁目，馬木四丁目，馬木五丁目，馬木六丁目，馬木七丁目，

馬木八丁目，馬木九丁目，温品町，温品一丁目，温品二丁目，

温品三丁目，温品四丁目，温品五丁目，温品六丁目，温品七丁

目，温品八丁目，上温品一丁目，上温品二丁目，上温品三丁目

及び上温品四丁目並びに安芸区を除いた区域

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８５号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部

資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長　三村　義雄

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰



―１４―　第１０３２号� 平成２８年５月３１日広　　島　　市　　報

今井商店 広島市南区似島町家下
４０１ 今井　忠則

㈲沖野商店 広島市南区似島町字家
下甲１－１

代表取締役　沖野　
敏範

沖野商店 広島市南区似島町字大
黄２６５７－５ 沖野　武志

向江薬店 広島市南区似島町字家
下６２５－２ 向江　洋子

山田商店 広島市南区似島町家下
１６１－１ 山田　義次

部村　豪 広島市南区宇品町金輪
島３５９ 部村　豪

㈱マルシン小野
本店

広島市中区舟入中町６
－５

代表取締役社長　小
野　陽久

合人社シティー
サービス㈱

広島市中区袋町４－３�
１

代表取締役　福原　
祥二

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８９号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市市営住宅使用料等の収納事務を次のと

おり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

代表者　理事長　三村　義雄

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９０号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市中央勤労青少年ホーム，広島市安佐勤

労青少年ホーム及び広島市佐伯勤労青少年ホームの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

代表者　理事長　堀内　雅晴

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９１号

平成２８年４月１日

㈱サークルＫサ
ンクス

愛知県稲沢市天池五反
田町１

代表取締役　竹内　
修一

㈱ファミリーマ
ート

東京都豊島区東池袋三
丁目１－１

代表取締役社長　中
山　勇

⑵　スーパーマーケット

業者名 所在地 代表者

㈱イズミ 広島市東区二葉の里三
丁目３－１

代表取締役　山西　
泰明

マックスバリュ
西日本㈱

広島市南区段原南一丁
目３－５２

代表取締役　加栗　
章男

イオンリテール
㈱
イオンみゆき店

広島市南区宇品御幸一
丁目９－１２ 店長　上沖　敬子

㈱スパーク 広島市西区商工センタ
ー二丁目１７－３７

代表取締役　長崎　
清忠

㈱広電ストア 広島市中区東千田町二
丁目９－２９

代表取締役　脇本　
和男

㈱フジ 松山市宮西一丁目２－
１

代表取締役　尾﨑　
英雄

㈱藤三 呉市広本町三丁目１２
－２６

代表取締役　藤村　
重造

㈱万惣 広島市佐伯区石内上一
丁目８－１

代表取締役　山本　
誠

㈱ユアーズ 安芸郡海田町南堀川町
４－１１

代表取締役社長　根
石　紀雄

㈱フレスタ 広島市西区横川町三丁
目２－３６

代表取締役　宗兼　
邦生

㈱サンリブ 北九州市小倉南区上葛
原二丁目１４－１

代表取締役　佐藤　
秀晴

㈱Ａコープ西日
本

広島市西区草津港二丁
目６－５０

代表取締役社長　草
場　浩

㈱フジマート 廿日市市阿品台三丁目
２－１

代表取締役　徳田　
知浩

㈱デイ・リンク 広島市中区吉島西一丁
目１４－６

代表取締役　川口　
護

⑶　地区商工会

業者名 所在地 代表者

五日市商工会 広島市佐伯区五日市中
央四丁目１５－３ 会長　藤田　博之

高陽町商工会 広島市安佐北区深川五
丁目２１－２１ 会長　大下　秀明

沼田町商工会 広島市安佐南伴東４－
１８－６ 会長　田村　司

安古市町商工会 広島市安佐南区古市三
丁目２４－２２ 会長　杜師　章夫

広島安芸商工会 安芸郡海田町南つくも
町５－１５ 会長　吉田　英二

広島東商工会 広島市安芸区中野五丁
目２０－３ 会長　松島　洋一

⑷　協同組合

業者名 所在地 代表者
生活協同組合ひ
ろしま

広島市西区草津港二丁
目８－４２ 理事長　小泉　信司

広島市農業協同
組合

広島市安佐南区中筋三
丁目２６－１６

代表理事組合長　籾
田　清

⑸　一般商店等

業者名 所在地 代表者
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広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区西白島町２３番９号

公益社団法人広島市シルバー人材センター

理事長　原田　耕二

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９５号

平成２８年４月１日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき，路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　休止する駐車場及び期間

駐車場名 休止する日時
広島市市営河原町
第一駐車場

平成２８年４月４日（月）午前８時から
同月１２日（火）午後５時まで

広島市市営舟入町
第二駐車場

平成２８年４月７日（木）午前８時から
同月１２日（火）午後５時まで

２　休止する理由

Ｇ７外相会合の開催に伴う警備を実施するにあたり，当該駐

車場が必要なため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９６号

平成２８年４月１日

　以下の者について，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第２７条第１項の確認をしましたので，同法第４１条第

１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

設置者の名称 施設の名称 施設の所在地 施設の種類
（福）広島常
光福祉会

サンヒルズ保
育園

東区中山上一丁目
２３番１号 保育所

（福）微妙福
祉会

日出みみょう
保育園

南区段原日出一丁
目１４番１６号 保育所

（学）青葉学
園

認定こども園
青葉幼稚園

南区堀越三丁目１�
３番５０号

幼稚園型認定
こども園

（福）永照福
祉会

認可保育園ロ
ータスプリス
クール大芝

西区大芝二丁目１
番３号 保育所

（有）ＴＥＮ わくわく保育
園井口明神

西区井口明神二丁
目１番１７号 保育所

（株）くうね
あ

くすの木保育
園

安佐南区西原六丁
目５番２２号 保育所

（学）藤本学
園 河戸こども園 安佐北区亀山二丁

目２１番１５号
幼保連携型認
定こども園

（株）ＴＩＣ
いつかいち　
ちびっこの森
保育園

佐伯区五日市駅前
二丁目１１番１８
号

保育所

確認年月日　平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，大芝公園ゴーカート使用料収納事務を次のと

おり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　広島市中区基町４番４１号

名　称　公益財団法人広島市みどり生きもの協会

代表者　理事長　竹内　功

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９２号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐

車券の売りさばき代金の収納事務並びに駐車料金の還付事務を次

のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長　三村　義雄

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９３号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐

車券の売りさばき代金の収納事務並びに駐車料金の還付事務を次

のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市西区己斐本町二丁目１９番３号

広島県ビルメンテナンス協同組合

理事長　澤田　英治

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９４号

平成２８年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市自転車等保管所における自転車等の撤

去・保管費用及び広島市自転車等保管所に移動された自転車等駐

車場内長期滞在自転車等に係る未納の駐車料金の収納事務を次の

とおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。
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広　島　市

３　実施地域

広島市佐伯区湯来町大字麦谷の一部，大字和田の一部

４　実施期間

平成２８年４月４日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２００号

平成２８年４月５日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

奥原　
多敬代

まる鍼灸
整骨院

広島市南区段原南
一丁目１０－１２

はり・きゅ
う

平成２８年
３月２２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０１号

平成２８年４月７日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１

項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので，同条

第３項の規定により，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　�（仮称）広島駅南口Ｃブロック第一種市街地再開

発事業施設建築物

⑵　所在地　広島市南区松原町４番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

広島駅南口Ｃブロック市街地再開発組合

理事長　川崎　雅博

広島市南区猿猴橋町２番３号

３　大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社エディオン

代表取締役　久保　允誉

広島市中区紙屋町二丁目１番１８号

その他未定

４　大規模小売店舗の新設をする日

平成２８年１１月２５日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１２，５３５平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

⑴　駐車場の位置及び収容台数

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９７号

平成２８年４月１日

　以下の者について，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第２９条第１項の確認をしましたので，同法第５３条第

１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類

（学）安芸学
園

安芸幼稚園付
属保育園（Ａ
型）

南区比治山本町１�
２番６０号

小規模保育事
業Ａ型

（学）ニチイ
学館

ニチイキッズ
原南保育園（�
Ａ型）

安佐南区西原三丁
目１６番２２号

小規模保育事
業Ａ型

山本　由里 おうち保育す
まいる（Ａ型）

安芸区瀬野二丁目
１６番４－２０４
号

小規模保育事
業Ａ型

（株）ヤクル
ト山陽

プティット矢
野保育園（Ｂ
型）

安芸区矢野西一丁
目３３番３０号

小規模保育事
業Ｂ型

確認年月日　平成２８年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９８号

平成２８年４月４日

　国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第２条第１項第３号

の規定による地籍調査の本体事業を次のとおり実施するので，同

法第７条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　事業計画が公示された年月日

平成２８年４月４日

２　調査を実施する者の名称

広　島　市

３　実施地域

広島市佐伯区湯来町大字麦谷の一部，大字和田の一部，大字

伏谷の一部，大字下の一部

４　実施期間

平成２８年４月４日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９９号

平成２８年４月４日

　国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第２条第１項第３号

の規定による地籍調査の数値情報化事業を次のとおり実施するの

で，同法第７条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　事業計画が公示された年月日

平成２８年４月４日

２　数値情報化を実施する者の名称
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１０　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２８年４月７日から同年８月８日まで。ただし，日曜

日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１�

７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

１１　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保

持のために配慮すべき事項について意見を有する者は，この

公告の日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出

により，これを述べることができます。

１２　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２８年８月８日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０３号

平成２８年４月８日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市中央老人福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号

池袋ＩＳＰタマビル

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者　代表理事　藤田　徹

２　委託する期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０４号

平成２８年４月８日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，家畜人工授精料，家畜繁殖障害除去診療手数

料，家畜無血去勢手数料，家畜除角手数料及び農産物売払代金の

収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市安佐北区深川八丁目３０番１２号

公益財団法人広島市農林水産振興センター

代表者　理事長　棚田　展義

位　　置 収容台数
建物５階～９階 １９４台

⑵　駐輪場の位置及び収容台数

位　　置 収容台数
建物１階 １０台
建物２階 ３４９台
合　　計 ３５９台

⑶　荷さばき施設の位置及び面積

位　　置 収容台数
荷さばき施設１　建物内地下１階 ８０９平方メートル
荷さばき施設２　屋外敷地北側　 ４９平方メートル

合　　計 ８５８平方メートル

⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

位　　置 収容台数
廃棄物保管施設１　建物内地下１階 ７８．８立方メートル
廃棄物保管施設２　建物内地下１階 １６．５立方メートル
廃棄物保管施設３　敷　地　北　側 ２８．４立方メートル

合　　計 １２３．７立方メートル

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

小売業者 開店時刻 閉店時刻 備考
株式会社エディオン 午前６時 午後１２時

その他未定
午前６時

（コンビニ午
前０時）

午後１２時
（コンビニ午
後１２時）

⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

位　　置 駐車可能時間帯
建物５階～９階 午前０時から午後１２時まで

⑶　駐車場の自動車の出入口の数

位　　置 出入口の数
建物北側（入口専用） １か所
建物北側（出口専用） １か所

合　　計 ２か所

⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

位　　置 荷さばき可能時間帯
荷さばき施設１
建物内地下１階 午前０時から午後１２時まで

荷さばき施設２
屋外敷地北側 午前０時から午後１２時まで

８　届出年月日

平成２８年３月２４日

９　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

広島市南区役所市民部区政調整課
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号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名　称 所在地 指定年月日
指定有効期限

えのまち歯科クリニ
ック 広島市中区榎町７－１

平成２８年４月１
日
平成３４年３月３�
１日

おおにしこどもクリ
ニック

広島市東区戸坂千足二
丁目９－１３

平成２８年４月１
日
平成３４年３月３�
１日

のぞみ整形外科
スタジアム前クリニ
ック

広島市南区西蟹屋四丁
目８－３５

平成２８年４月１�
１日
平成３４年４月１�
０日

かなえ薬局　スタジ
アム前

広島市南区西蟹屋四丁
目８－３１

平成２８年４月１
日
平成３４年３月３�
１日

訪問看護ステーショ
ンなだの郷

広島市南区青崎二丁目
１０－２６

平成２８年３月１
日
平成３３年８月３�
１日

ウォンツ井口明神薬
局

広島市西区井口明神一
丁目１－１０

平成２８年４月１
日
平成３４年３月３�
１日

こころ衣笠歯科医院 広島市安佐南区伴南四
丁目３－３０－２

平成２８年２月１
日
平成３４年１月３�
１日

すずらん薬局　上安
店

広島市安佐南区上安二
丁目２９－１１

平成２８年４月１
日
平成３４年３月３�
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０８号

平成２８年４月１３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名　称 所在地 変更年月日
（旧）せのお循環器
内科・心臓血管外科

広島市安佐南区西原七
丁目８－３８

平成２８年２月２�
５日

（新）医療法人広島
ハートセンター　広
島心臓血管クリニッ
ク

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０５号

平成２８年４月１２日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，企画総務局公文書館出納員の事務の一部を次のとお

り委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

企画総務局東京事務所

次長　稲田　照彰

２　委任した事務

刊行物の売払代金の収納（東京事務所における収納に限

る。）

３　委任年月日

平成２８年４月１日

４　委任期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０６号

平成２８年４月１２日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名　称 所在地 廃止年月日

エース薬局 広島市中区大手町五丁
目５－２３

平成２８年３月３�
１日

ティーエム薬局
広島市中区舟入本町１�
３－２２　山田ビル１
Ｆ

平成２８年３月３�
１日

土方外科医院 広島市東区矢賀新町四
丁目５－３１

平成２８年３月３�
１日

大州内科小児科医院 広島市南区大州三丁目
９－２１

平成２８年３月２�
６日

松尾内科医院 広島市南区西荒神町１
－３７

平成２８年４月３�
０日

安達歯科医院 広島市佐伯区楽々園三
丁目２－１６

平成２８年４月１
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０７号

平成２８年４月１２日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０
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広島市長　　松　井　一　實

１．緑地協定の名称

西風新都グリーンフォートそらの緑地協定

２．緑地協定の区域

広島市佐伯区石内東二丁目の一部

（緑地協定書添付図面のとおり）

３．緑地協定の縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局緑化推進部緑政課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１２号

平成２８年４月１５日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）附則第５条

第１項の規定により大規模小売店舗の変更の届出があったので，

同条第４項の規定により同法第６条第２項の規定による届出とみ

なし，同条第３項が準用する同法第５条第３項の規定により，次

のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　洋服の青山広島緑井店

⑵　所在地　広島市安佐南区緑井六丁目２０１８番地

２　大規模小売店舗を設置する者

青山商事株式会社

　　　代表取締役　青山　理

　　　広島県福山市王子町一丁目３番５号

３　変更事項

大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

　　（変更前）

開店時刻 閉店時刻
午前１０時 午後８時

　　（変更後）

開店時刻 閉店時刻
午前１０時 午後１０時

⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　（変更前）　午前９時３０分から午後８時３０分まで

　　（変更後）　午前９時３０分から午後１０時３０分まで

４　変更年月日

平成２８年４月１６日

５　上記３の変更に係るもの以外の事項

⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

小売業者
住　　所

名称 代表者
青山商事株式
会社

代表取締役　青
山　理

広島県福山市王子町一丁
目３番５号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０９号

平成２８年４月１３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機

関から指定辞退の届出があったので，生活保護法第５５条の３第

３号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名　称 所在地 辞退年月日
こうの歯科・矯正歯
科

広島市安芸区矢野東四
丁目４－２７

平成２８年５月１
日

水戸薬局 広島市佐伯区八幡一丁
目２４－１７

平成２８年３月１�
５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１０号

平成２８年４月１３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者
施術所

業務の種類 変更年月日
名称 所在地

永元　
健也

だいこく
接骨鍼灸
院可部南
院

（旧）広島市安佐
北区可部南一丁目
８－４４サニーコ
ーポ武田Ⅱ　１Ｆ

柔道整復 平成２８年
３月１日（新）広島市安佐

北区可部南四丁目
２６－１中本ビル
１階

中原　
宥子

だいこく
接骨鍼灸
院可部南
院

（旧）広島市安佐
北区可部南一丁目
８－４４サニーコ
ーポ武田Ⅱ　１Ｆ

はりきゅう 平成２８年
３月１日（新）広島市安佐

北区可部南四丁目
２６－１中本ビル
１階

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１１号

平成２８年４月１３日

　平成２８年３月２８日付けで認可申請のあった西風新都グリー

ンフォートそらの緑地協定について，都市緑地法（昭和４８年法

律第７２号）第４７条第１項の規定により認可したので，同法第

４７条第２項の規定により公告し，縦覧に供します。
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８　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２８年４月１５日から同年８月１５日まで。ただし，

日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

９　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき，当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告

の日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出によ

り，これを述べることができます。

１０　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２８年８月１５日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１３号

平成２８年４月１８日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，健康福祉局保健部動物管理センター出納員の事務の

一部を次のとおり委任及び解任をしたので，同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員及び委任年月日

広島市健康福祉局保健部動物管理センター

獣医師　堀　敬太

平成２８年４月１日

２　解任を受けた分任出納員及び解任年月日

健康福祉局保健部動物管理センター

専門員　　　　　　森田　不二子

狂犬病予防指導員　利田　尭史

狂犬病予防指導員　柴崎　文男

狂犬病予防指導員　平野　健

狂犬病予防指導員　波多野　弘之

狂犬病予防指導員　松村　義彦

平成２８年３月３１日

３　委任又は解任した事務

広島市衛生関係手数料条例（平成１２年広島市条例第２２

号）第２条に規定する手数料（動物管理センターの所掌事務に

係るものに限る。）の収納

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１４号

平成２８年４月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

株式会社ゲオ 代表取締役　吉
川　恭史

名古屋市中区富士見町８
番８号

⑵　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，７９６平方メートル

⑶　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア　駐車場の位置及び収容台数

駐車場No. 位　置 収容台数
１ 北側小売店舗周辺 ３１台
２ 南側小売店舗周辺 ３４台
３ 南側飲食店舖北側 １０台
４ 南側飲食店舗西側 ６台

合　　計 ８１台
届出台数 ６６台

※　合計台数８１台のうち，６６台を来客用届出台数と

する（従業員用駐車場として１５台を確保）。

イ　駐輪場の位置及び収容台数

駐輪場No. 位　置 収容台数
１ 南側小売店舗南東側 ４台
２ 南側飲食店舖南東側 ５台

合　　計 ９台

ウ　荷さばき施設の位置及び面積

荷さばき
施設No. 位　置 収容台数

１ 北側小売店舗南東側 ２１平方メートル
２ 南側小売店舖北東側 ２１平方メートル

合　　計 ４２平方メートル

エ　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

廃棄物
保管庫No. 位　置 収容台数

１ 北側小売店舗北東側 ２．３立方メートル
２ 南側小売店舖北東側 ０．６５立方メートル

合　　計 ２．９５立方メートル

⑷　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア　駐車場の自動車の出入口の数

駐車場No. 出入口の数
No. １～ No. ３ ３か所
No. ４ １か所
合計 ４か所

イ　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間

帯

午前６時から午後１０時まで

６　届出年月日

平成２８年４月６日

７　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課
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５　届出年月日

平成２８年３月２５日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市東区東蟹屋町９番３８号

広島市東区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２８年４月１９日から同年８月１９日まで。ただし，

日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２８年８月１９日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１７号

平成２８年４月１９日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　広島本通共同ビル・広島新天地共同ビル

⑵　所在地　�広島市中区本通１０番１号，広島市中区新天地２

番１号ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

広島本通共同ビル所有者協議会　管理者　仁田　吉彦

　�広島県安芸郡府中町大須二丁目１番１号キリンビール株式

会社中国支社内

広島新天地共同ビル所有者協議会　理事長　長尾　吉将

　　　広島市中区小町２番３０号　第二有楽ビル内

３　変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

池田　
英寛

あやめ鍼
灸整骨院

広島市中区羽衣町
８－２１－１ 柔道整復 平成２８年

３月２８日
池田　
英寛

あやめ鍼
灸整骨院

広島市中区羽衣町
８－２１－１

はり・きゅ
う

平成２８年
３月２８日

齊藤　
昭典

さいとう
鍼灸院

広島市佐伯区五日
市三丁目３－２０

はり・きゅ
う

平成２８年
４月６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１５号

平成２８年４月１８日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１６号

平成２８年４月１９日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　フォレオ広島東

⑵　所在地　広島市東区温品一丁目１１２１番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

大和ハウス工業株式会社

　　　代表取締役　大野　直竹

　　　大阪市北区梅田三丁目３番５号

３　変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙１のとおり

（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

別紙１及び別紙２のとおり
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大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　別紙１のとおり

（変更後）　別紙２のとおり

４　変更年月日

別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

平成２８年４月１日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市西区福島町二丁目２番１号

広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２８年４月１９日から同年８月１９日まで。ただし，日

曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２８年８月１９日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１９号

平成２８年４月２０日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

平成２８年４月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（変更前）　別紙１のとおり

（変更後）　別紙２のとおり

４　変更年月日

別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

平成２８年３月２８日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２８年４月１９日から同年８月１９日まで。ただし，

日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２８年８月１９日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１８号

平成２８年４月１９日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　�広島フェスティバル・アウトレット・マリーナホ

ップ

⑵　所在地　広島市西区観音新町四丁目２８７４番９４ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社広島まちづくりファンド

代表取締役　杉川　聡

広島市中区大手町五丁目３番１２号

３　変更事項
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の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者
施術所

業務の種類 廃止年月日
名称 所在地

宮城　
徹

ＭＳＨ医
療専門学
校付属治
療院　て
んまスポ
ーツ整骨
院

広島市西区天満町
６－１２岩崎ビル
１０６号室

柔道整復 平成２８年
３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２２号

平成２８年４月２０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

金谷　
美由紀

からだ元
気治療院
広島南中
店　鍼灸
マッサー
ジ

広島市南区翠五丁
目７－５

あん摩・マ
ッサージ

平成２８年
４月１日

小串　
寿美恵

クレアー
レ八幡は
り・きゅ
う整骨院

広島市佐伯区八幡
四丁目９－９

はり・きゅ
う

平成２８年
４月１日

寺本　
彩乃

こころ安
佐南鍼灸
治療院

広島市安佐南区大
町東三丁目２４－
７コスモハイツシ
バタⅡ２階

はり・きゅ
う

平成２８年
４月１１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２３号

平成２８年４月２０日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，市民局人権啓発部人権啓発課出納員の事務の一部を

次のとおり委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

東地域交流センター

館長　友廣　晴光

（別紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式　区名 町　　　名

汚水及び雨
水を排除

東区 福田四丁目の一部

分流式

安芸区 矢野町の一部

汚水を排除

安佐南区
八木一丁目，上安六丁目，伴
東三丁目，伴東七丁目及び上
安町の各一部

安佐北区 可部九丁目及び安佐町大字上
原の各一部

安芸区 中野二丁目，畑賀一丁目及び
畑賀町の各一部

佐伯区 八幡東二丁目及び五日市一丁
目の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２０号

平成２８年４月２０日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり開始するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

平成２８年４月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別紙）

下水を処理する区域 終末処理場の
位置及び名称区名 町　　　名

東区 福田四丁目の一部

位置：�広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：�広島市西部水資
源再生センター

安佐南区
八木一丁目，上安六丁目，伴
東三丁目，伴東七丁目及び上
安町の各一部

安佐北区 可部九丁目及び安佐町大字上
原の各一部

佐伯区 八幡東二丁目及び五日市一丁
目の各一部

安芸区 中野二丁目，畑賀一丁目，矢
野町及び畑賀町の各一部

位置：�広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：�太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２１号

平成２８年４月２０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立
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有限会社デポ薬
局支店　ナカ薬
局

広島市中区富士
見町１２－１５
（原野ビル１Ｆ）

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

ドラッグプラス
アルファ薬局

広島市中区基町
６－７８ＮＴＴ
クレド基町ビル
パセーラＢ１Ｆ

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

たかの橋訪問看
護ステーション

広島市中区国泰
寺町二丁目４－
２１－３０１

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

医療法人社団松
原クリニックま
つばらクリニッ
ク

広島市東区温品
七丁目１１－３�
５

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

津谷内科呼吸器
科クリニック

広島市東区牛田
早稲田一丁目６
－３

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

康仁薬局　グラ
ンアーク店

広島市東区若草
町１１－２グラ
ンアークテラス
３Ｆ

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

星野外科クリニ
ック

広島市南区宇品
神田一丁目４－
９

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

医療法人社団た
ねもり内科クリ
ニック

広島市南区上東
雲町２６－１７

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

医療法人社団田
中眼科医院

広島市南区翠一
丁目３－１５

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

高橋内科 広島市南区猿猴
橋町２－１１

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

松浦内科医院 広島市南区翠三
丁目１８－６

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

㈲旭ゆめ薬局 広島市南区旭二
丁目４－３

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

緑風会薬局 広島市南区出汐
一丁目４－３

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

㈲竹田薬局　バ
ス通り店

広島市南区東雲
本町一丁目１２
－６　１０３

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

広島パークヒル
病院

広島市西区田方
二丁目１６－４�
５

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

医療法人篠原医
院

広島市西区井口
三丁目６－３５

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

医療法人社団光
仁会　梶川病院

広島市西区天満
町８－７

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

古江ステーショ
ン薬局

広島市西区古江
新町２－１２安
道ビル１Ｆ

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

古江調剤薬局 広島市西区古江
西町２２－１０

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

有限会社テツム
ラ漢方薬局

広島市西区天満
町９－１５

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

鈴が台薬局
広島市西区井口
鈴が台三丁目５
－２０

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

医療法人社団恵
愛会　安佐病院

広島市安佐南区
八木五丁目１５
－１

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

福井内科医院
広島市安佐南区
長楽寺二丁目１�
３－２６

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

２　委任した事務

地域交流センター使用料の収納

地域交流センター文書等複写代金の収納

３　委任年月日

平成２８年４月１日

４　委任期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２４号

平成２８年４月２０日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

戸坂連絡所

主任　繁本　直子

主任　吉良　典子

２　委任した事務

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

平成２８年４月１日

４　委任期間

平成２８年４月１日から平成２８年６月３０日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２５号

平成２８年４月２０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限
国家公務員共済
組合連合会広島
記念診療所

広島市中区十日
市町一丁目６－
８

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

一般財団法人広
島県環境保健協
会　健康クリニ
ック

広島市中区広瀬
北町９－１

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

医療法人土本病
院

広島市中区橋本
町４－７

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

医療法人灰塚医
院

広島市中区基町
１８－４－４

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日
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広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限
茶幡皮膚科泌尿
器科医院

広島市中区羽衣
町１３－４

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

清水内科・消化
器科

広島市中区富士
見町１２－１７

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

バスセンター佐�
々木内科

広島市中区基町
６－２７広島セ
ンタービル８Ｆ

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

こうざい歯科医
院

広島市中区光南
二丁目１０－１

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

鳴戸歯科医院 広島市中区橋本
町５－１２

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

八丁堀歯科医院
広島市中区八丁
堀３－８白峯ビ
ル４Ｆ

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

なかむら歯科ク
リニック

広島市中区上八
丁堀４－２７上
八丁堀ビル１Ｆ

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

おざき歯科医院
広島市中区白島
九軒町１４－５
－２０４

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

河村歯科医院
広島市中区昭和
町４－２２－２�
０１

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

荒谷歯科医院 広島市中区大手
町二丁目５－６

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

おか内科循環器
科

広島市東区光町
二丁目４－６

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

リバーサイド内
科クリニック

広島市東区牛田
南一丁目７－８

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

土井皮ふ科クリ
ニック

広島市東区牛田
中一丁目１－２�
５

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

松野クリニック
広島市東区中山
東二丁目２－２�
３

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

歯科おかもと医
院

広島市東区牛田
新町四丁目１８
－２

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

小松歯科医院 広島市東区戸坂
山崎町１－６

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

ファミリー歯科 広島市東区戸坂
中町１－６

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

フォレオ歯科医
院

広島市東区温品
一丁目３－２フ
ォレオ広島東Ｂ
棟２Ｆ

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

花田内科 広島市南区松川
町３－２８

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

森下クリニック
広島市西区三滝
本町二丁目７－
１６－１０１

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

ドーン歯科クリ
ニック

広島市西区三篠
三丁目１０－９

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

三宅歯科医院

広島市西区草津
港一丁目８－１
中央卸売市場関
連棟１１２

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

医療法人あすか
　高橋内科小児
科医院

広島市安佐南区
緑井二丁目１２
－２５

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

谷川脳神経外科
広島市安佐南区
相田一丁目３－
１６

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

医療法人社団恵
愛会　安佐病院

広島市安佐南区
八木五丁目１５
－１

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

にいたに歯科医
院

広島市安佐南区
緑井三丁目１２
－１４

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

まえだ薬局西原
店

広島市安佐南区
西原一丁目２５
－３９－４

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

医療法人社団杉
野小児科医院

広島市安佐北区
亀山二丁目８－
２６

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

医療法人社団し
みずクリニック

広島市安佐北区
白木町小越１９�
３

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

医療法人敬愛会
　沖野医院

広島市安佐北区
可部六丁目５－
９

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

やまもと歯科医
院

広島市安佐北区
落合南四丁目１
－３

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

有限会社富士薬
局

広島市安芸区中
野五丁目１７－
１５

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

くるみ薬局
広島市安芸区矢
野西四丁目１０
－１８

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

康仁薬局　矢野
店

広島市安芸区矢
野西四丁目１－
２１

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

医療法人崇光会
　山村整形外科

広島市佐伯区八
幡東四丁目２１
－８

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

三上整形外科医
院

広島市佐伯区八
幡二丁目２５－
２３

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

井藤矯正歯科

広島市佐伯区五
日市駅前二丁目
１１－１２－２�
０１

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

かもめ薬局
広島市佐伯区五
日市七丁目８－
３８

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２６号

平成２８年４月２０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。
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広島市市営
中島町第一
駐車場

１９区
画

広島市市営
中島町第二
駐車場

２３区
画

広島市市営
大手町第一
駐車場

１７区
画

平成２８年４月３０日（土）午前９時から
平成２８年５月６日（金）午後１時まで

広島市市営
富士見町第
四駐車場

２９区
画

広島市市営
小町第二駐
車場

３４区
画

２　休止する理由

２０１６ひろしまフラワーフェスティバルの開催に伴い，当

該駐車場が会場として使用されるため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２９号

平成２８年４月２２日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

春田　
俊彦

―（出張
専業）

広島市中区千田町
三丁目６－１２－
１０１

あん摩・マ
ッサージ

平成２８年
４月１日

春田　
俊彦

―（出張
専業）

広島市中区千田町
三丁目６－１２－
１０１

はり・きゅ
う

平成２８年
４月１日

村田　
修

―（出張
専業）

広島市安佐南区東
原二丁目１４－６
－１０２

あん摩・マ
ッサージ

平成２８年
４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３０号

平成２８年４月２２日

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第１８条の

２第１項の規定に基づき，地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）又は同条例に定める申告，申請，請求その他の書類の提出

（審査請求に関するものを除く。）又は納付若しくは納入に関す

る期限のうち，次に掲げる地域に住所又は居所を有する個人及び

同地域に主たる事務所又は事業所を有する法人等に係るもので，

その期限が平成２８年４月１４日以降に到来するものについて

は，その期限を別途広島市告示で定める期日まで延長する。

マエダ歯科医院 広島市西区天満
町７－２２

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

杉原歯科医院
広島市西区庚午
中三丁目５－２�
０

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

よこがわ歯科

広島市西区横川
町三丁目２－２�
９横川駅ＮＫビ
ル３Ｆ

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

八谷歯科クリニ
ック

広島市安佐南区
八木八丁目１１
－１７

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

はまもと歯科医
院

広島市安佐南区
東野二丁目１１
－２９

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

はしもと内科・
胃腸科・泌尿器
科

広島市安佐北区
深川五丁目２３
－１

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

すみいクリニッ
ク

広島市佐伯区五
日市駅前三丁目
４－２１

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２７号

平成２８年４月２０日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき，路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　休止する駐車場，区画数及び期間

駐車場名 区画数 休止する日時
広島市市営
中島町第二
駐車場

５区画 平成２８年４月２２日（金）午前８時か
ら同日午後５時まで

２　休止する理由

中島町第二駐車場地先の水中ポンプ制御盤改修工事に際し，

クレーン車等を設置する必要があるが，作業期間中当該駐車場

（№１～№５までの５区画）への車両の入出庫が困難になるた

め。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２８号

平成２８年４月２０日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき，路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　休止する駐車場，区画及び日時

駐車場名 区画数 日　　　時
広島市市営
富士見町第
五駐車場

２６区
画

平成２８年４月３０日（土）午後３時から
平成２８年５月６日（金）午前８時まで

広島市市営
富士見町第
六駐車場

３９区
画
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３４号

平成２８年４月２６日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３５号

平成２８年４月２６日

　広島農業振興地域整備計画を変更したので，農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項にお

いて準用する同法第１２条第１項の規定により公告します。

　なお，変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは，

広島市経済観光局農林水産部農政課及び安佐北区役所農林建設部

農林課において，下記のとおり一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

記

縦覧日及び縦覧時間

　日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日，１月２日，同月３日，８月６日及び

１２月２９日から同月３１日までを除き毎日午前８時３０分から

午後５時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３６号

平成２８年４月２７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者
施術所

業務の種類 変更年月日
名称 所在地

米田　
佳奈恵
文田　
早織

（旧）ゆ
たか鍼灸
整骨院

広島市西区中広町
二丁目２０－１０

はり・きゅ
う

平成２８年
５月１日（新）は

ぴねす鍼
灸整骨院
　中広店

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３７号

平成２８年４月２７日

広島市長　　松　井　一　實

指　定　地　域
熊本県

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３１号

平成２８年４月２５日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

津島　
武

さんらい
ずれっど
マッサー
ジ院　安
佐南

広島市安佐南区祇
園一丁目２４－１�
４アーバン田部１�
０４号

あん摩・マ
ッサージ

平成２８年
４月１２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３２号

平成２８年４月２５日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者
施術所

業務の種類 廃止年月日
名称 所在地

多知川
　慎二

さんらい
ずれっど
マッサー
ジ院　安
佐南

広島市安佐南区祇
園一丁目２４－１�
４アーバン田部１�
０４号

あん摩・マ
ッサージ

平成２８年
４月１２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３３号

平成２８年４月２５日

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規

定により，広島市祇園町外二ケ町土地改良区の定款変更を平成

２８年４月２５日認可したので，同法第３０条第３項の規定によ

り公告します。

広島市長　　松　井　一　實



―２８―　第１０３２号� 平成２８年５月３１日広　　島　　市　　報

１１５条の５第２項の規定により，次に掲げる者から指定居宅サ

ービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があった

ので，同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地

有限会社エ
ンジェル

エンジェル
東訪問介護
事業所

広島市東区尾
長西一丁目６
番３３号

平成２８
年４月３�
０日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

株式会社ア
ーチ

訪問介護事
業所アーチ

広島市安佐南
区山本七丁目
４番１２号

平成２８
年４月３�
０日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

有限会社バ
ースト

ナースステ
ーション丹
那

広島市南区丹
那町２２番１�
０－５号

平成２８
年４月３�
０日

訪問看護及
び介護予防
訪問看護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４１号

平成２８年４月２７日

　地域包括支援センターの所在地の変更の届出があったので，介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第１１項

の規定により読み替えて適用される同法第６９条の１４第３項の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更の届出のあった地域包括支援センターの名称

広島市安佐・安佐南地域包括支援センター

２　変更事項及び変更内容

変更事項
変更内容

変更前 変更後

地域包括支援セン
ターの所在地

広島市安佐南区中須
二丁目１９番１０－
１号

広島市安佐南区中須
二丁目１９番６号　
３階

３　変更の期日

平成２８年５月１５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４２号

平成２８年４月２７日

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき，市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更内容（対象住宅，変更後の家賃）

別紙のとおり。

２　変更期間

平成２８年５月１日から平成２９年３月３１日まで

３　変更理由

浴槽・風呂釜設置

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から休止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 休止年月日

医療法人社団恵愛会
　三篠診療所

広島市西区三篠町二丁
目６－１９

平成２４年７月１
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３８号

平成２８年４月２７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名　称 所　在　地 指定年月日 指定有効期限

医療法人社団恵
愛会　三篠診療
所

広島市西区三篠
町二丁目６－１�
９

平成２８年４
月１日

平成３４年３
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３９号

平成２８年４月２７日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
スポーツメ
ディア株式
会社

東雲居宅介
護支援事業
所

広島市南区東
雲三丁目８番
１６号

平成２８
年４月３�
０日

居宅介護支
援

プログレ合
同会社

ケイズケア
センター居
宅介護支援
事業所

広島市西区三
篠町二丁目３
番１９－２０�
３号

平成２８
年４月３�
０日

居宅介護支
援

有限会社幸
房

さくら支援
ステーショ
ンくさばな

広島市安佐南
区相田二丁目
５番３９号

平成２８
年４月３�
０日

居宅介護支
援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４０号

平成２８年４月２７日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第
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0
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0
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0
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0
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和
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宅
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棟
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０
５
号
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層

昭
和
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23
2
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,00
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24
,20
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0

32
,00
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36
,10
0

41
,20
0

47
,60
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,00
0
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０
４
号

中
層

昭
和
42
年

0.9
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0
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0

20
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0
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0
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0
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事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市中区大手町四丁目１番１号

　　社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会

　　会長　近藤　聿興

２　委託した期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８６号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市吉島福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号　池袋ＩＳＰタマビル

　　特定非営利活動法人ワーカーズコープ

　　代表理事　藤田　徹

２　委託した期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８７号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８８号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８９号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４３号

平成２８年４月２７日

　広島市市営住宅等条例施行規則（平成９年広島市規則第９８

号）第３４条において準用する同規則第１１条の規定に基づき，

市営店舗の使用料を次のとおり定めます。

広島市長　　松　井　一　實

１　市営店舗名（所在地）

基町店舗４３４号（広島市中区基町１９番２号）

２　変更後使用料

４７，４１０円

３　変更日

平成２８年５月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４４号

平成２８年４月２８日

　広島市内に所在する土地又は家屋に関する平成２８年度の土地

価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿については，平成２８年

３月８日付け広島市告示第９７号により，平成２８年４月１日

（金）から平成２８年５月２日（月）まで縦覧に供することとし

ていましたが，平成２８年４月２２日付け広島市告示第２３０号

により平成２８年度固定資産税・都市計画税の納期限が延長され

る者（熊本県に住所又は居所を有する個人及び同地域に主たる事

務所又は事業所を有する法人等）については，引き続き，平成２�

８年５月３日㈫から別途広島市告示で定める期日まで（土曜日，

日曜日及び祝日を除く。）区役所において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市吉島老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号

　　特定非営利活動法人ワーカーズコープ

　　代表者　代表理事　藤田　徹

２　委託する期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８５号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市中区地域福祉センターの使用料の収納
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

次のとおり　略

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

次のとおり　略

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９５号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

次のとおり　略

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９６号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

次のとおり　略

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９７号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

次のとおり　略

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９０号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ４ 日

　富士見町第二自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記

自転車等については，３月３０日に広島市西部自転車等保管所へ

移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９１号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ７ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２８年４月７日から同年４月２１日まで

中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

市　道
市道中１
区３５６
号線

広島市中区千田
町三丁目１０３�
２番２地先から
広島市中区千田
町三丁目１０３�
２番５地先まで

旧
メートル
10.00
～
12.50

メートル

14.50

新
メートル
18.00
～
18.00

メートル

14.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ７ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２８年４月７日から同年４月２１日まで

中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

市道中
１区３�
５６号
線

広島市中区千田町三丁目１０�
３２番２地先から
広島市中区千田町三丁目１０�
３２番５地先まで

平成２８年４月
７日
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自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

次のとおり　略

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ８ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，中区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

　　中区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　戸籍係長　安藤　雅子

　　　主　　査　増田　孝枝

　　　主　　事　河岡　茉依

　　　主　　事　瀬来　 優

　　　主　　事　水野　真理

　　　主　　事　藤本　星香

　　　主　　事　川畑　翔生

２　委任させた事務

　住民票の写し，戸籍の附票の写し，印鑑登録証明書及び身分

証明書の手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限る。）

３　委任年月日

　　平成２８年４月１日

４　委任期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ８ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，中区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

　　中区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　日直員　徳永　加苗

　　　日直員　井手　義則

　　　日直員　原　千亜紀

　　　日直員　河野　紘二

２　委任させた事務

　住民票の写し，戸籍の附票の写し，印鑑登録証明書及び身分

証明書の手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限る。）

３　委任年月日

　　平成２８年４月１日

４　委任期間

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９８号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ３ 日

　小町第二自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転

車等については，４月１０日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

下記　略

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９９号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

次のとおり　略

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１００号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

次のとおり　略

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０１号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ５ 日

　相生自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車等

については，４月１３日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

下記　略

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により
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　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

次のとおり　略

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０７号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ９ 日

　富士見町第二自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記

自転車等については，４月１５日に広島市西部自転車等保管所へ

移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

下記　略

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０８号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

次のとおり　略

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０９号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ９ 日

　広島バスセンター西Ａ自転車等駐車場内に，長期間駐車されて

いた下記自転車等については，４月１８日に広島市西部自転車等

保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

下記　略

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１１０号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

次のとおり　略

広島市長　　松　井　一　實

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０５号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ８ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，中区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

　　中区役所市民部市民課（市役所サービス・コーナー及び旅券

センター）

　　　所長　馬場　勇治ほか１９名　別紙のとおり。

２　委任させた事務

⑴　戸籍全部事項証明書等，戸籍及び除かれた戸籍の謄本・抄

本，住民票の写し，住民票の記載事項証明書，戸籍の附票の

写し，外国人登録記載事項証明書，身分証明書並びに印鑑登

録証明書の手数料の収納

　⑵　徴収金に係る諸証明書の手数料の収納

　⑶　収入印紙売りさばき代金の収納

３　委任年月日

　　平成２８年４月１日

４　委任期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

（別紙）

市役所サービス・コーナー及び旅券センター区分任出納員

所長　　　　　　　馬場　勇治

主任　　　　　　　古田　精樹

主任　　　　　　　鷹橋　兆一

事務推進員　　　　畝川　愛子

事務推進員　　　　小川　純枝

事務推進員　　　　星野　直子

事務推進員　　　　山本　富士子

事務推進員　　　　岩田　和枝

事務推進員　　　　小池　由美

事務推進員　　　　萩原　美恵

事務推進員　　　　沖元　紀子

事務推進員　　　　　鉙　聖子

事務推進員　　　　永田　美幸

事務推進員　　　　塩尻　幸智江

事務推進員　　　　有田　佳世

事務推進員　　　　堤本　深雪

事務推進員　　　　国澤　有記

事務推進員　　　　有馬　千代

事務推進員　　　　大澤　友美

事務推進員　　　　森本　直子

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０６号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ９ 日
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道路の
種類　 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
中１区
３５８
号線

広島市中区南千田西町１２０�
６番３５地先から
広島市中区南千田東町１２０�
６番７地先まで

平成２７年６月
２６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項第１号の規定に基づき，広島市東区地域福祉センターの使用料

の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づ

き告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市東区東蟹屋町９番３４号

　　社会福祉法人広島市東区社会福祉協議会

　　代表者　会長　萩　原　　眞

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項第１号の規定に基づき，広島市温品福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市東区東蟹屋町９番３４号

　　社会福祉法人広島市東区社会福祉協議会

　　代表者　会長　萩　原　　眞

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３５号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項第１号の規定に基づき，広島市戸坂福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市中区基町５番４４号

　　三栄パブリックサービス株式会社

　　代表者　代表取締役　田口　智之

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１１１号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

次のとおり　略

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１１２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ５ 日

　広島バスセンター西自転車等駐車場Ａ及び大手町三丁目自転車

等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車については，４

月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

下記　略

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１１３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ８ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２８年４月２８日から平成２８年５月

１２日まで中区建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

市　道 中１区３�
５８号線

中区千田西町１�
２０６番３５地
先から
中区南千田東町
１２０６番７地
先まで

旧
メートル
8.30
～
10.95

メートル

29.20

新
メートル
7.65
～
9.75

メートル

29.20

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１１４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ８ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２８年４月２８日から平成２８年５月

１２日まで中区建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實
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で，広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区　分 所　在 地　番 面積（㎡）

公衆用道路 東区山根町 １９０番３，
１９０番４　 ８．０８㎡

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第４０号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第４１号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第４２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ３ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

　　東区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

課長補佐　升原　純子　　　　主査　五百藏　一博

主事　　　渡部　有紀　　　　主事　川端　留奈

係長　　　佐古　康典　　　　主事　秋田　一恵

主事　　　新田　耕司

２　委任させた事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

平成２８年４月１日

４　委任期間

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３６号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項第１号の規定に基づき，広島市中山福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市中区基町５番４４号

　　三栄パブリックサービス株式会社

　　代表者　代表取締役　田口　智之

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３７号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条１項

第４号の規定に基づき，新牛田公園照明点灯カード売払代金の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市中区小町４番３３号

　　中国企業株式会社

　　取締役社長　髙木　廣治

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３８号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ７ 日

　次の道路区域外の敷地を廃止します。

　その関係図面は，平成２８年４月８日から同年４月２１日ま

で，広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区　分 所　在 地　番 面積（㎡）
公衆用道路 東区山根町 １９０番２ １０２㎡

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３９号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ７ 日

　次の道路区域外の敷地を廃止します。

　その関係図面は，平成２８年４月８日から同年４月２１日ま
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広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第４６号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第４７号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第４８号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第４７号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市東雲老人福祉センター及び広島市宇品

老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので，

同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市南区皆実町一丁目４番４６号

　　社会福祉法人広島市南区社会福祉協議会

　　代表者　会長　向江　清

２　委託期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第４３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ３ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

　　東区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

日直員　竹内　昌子　　　　日直員　和田　和代

日直員　和高　百貴代　　　日直員　村上　俊明

２　委任させた事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

平成２８年４月１日

４　委任期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第４４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ３ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

　　東区役所市民部市民課（戸坂連絡所）

主任　繁本　直子

主任　吉良　典子

２　委任させた事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

平成２８年４月１日

４　委任期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第４５号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。



平成２８年５月３１日� 第１０３２号　―３７―広　　島　　市　　報

　　平成２８年４月１日

４　委任期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第５１号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ５ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，南区役所市民部市民課区出納員事務の

一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

南区役所市民部区政調整課（青崎連絡所）

主　　任　　信部　佳代子　　　主　　査　　木村　睦彦

主　　任　　岩本　登志子　　　主　　査　　谷川　芳樹

課長補佐　　片山　明治　　　　主　　査　　村上　美智子

主　　幹　　山本　輝昭　　　　主　　事　　小田　康二

主　　幹　　梶山　英治

主　　幹　　上瀬　俊也

２　委任させた事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第１号，第３号，第９号，第１０号，第１３号及び第

１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

　　平成２８年４月１日

４　委任期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第５２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第５３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ５ 日

　広島駅南口第二駐輪場，広島駅南口第三駐輪場Ａ及び広島駅南

口第三駐輪場Ｂ内に，長期間駐車されていた下記の自転車等につ

いては，４月４日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので，

告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第４８号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市南区地域福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　所在地　広島市南区皆実町一丁目４番４６号

　　名　称　社会福祉法人広島市南区社会福祉協議会

　　代表者　会長　向江　　清

２　委託した期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第４９号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市出島福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　所在地　広島市中区基町５番４４号

　　名　称　三栄パブリックサービス株式会社

　　代表者　代表取締役　田口　智之

２　委託した期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第５０号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ５ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，南区役所市民部市民課区出納員事務の

一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

南区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

日直員　　矢野　秀樹　　　　　　係　長　　藤川　薫

日直員　　八倉　淑恵　　　　　　主　査　　森下　直明

日直員　　星島　環　　　　　　　主　事　　田中　知文

日直員　　渡辺　美幸　　　　　　主　事　　村岡　恭子

　　　　　　　　　　　　　　　　主　事　　古川　実穂

２　委任させた事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日
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号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は，広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指 定 番 号　　第２号

２　指定年月日　　平成２８年４月１４日

３　道路の位置　　�広島市南区堀越一丁目の２６番の一部，４３�

９番の一部，４４１番の一部及び４４２番の

一部

４　幅　　　員　　４．４６～４．５０メートル

５　延　　　長　　３２．０１メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６０号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６１号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ２ 日

　天神川南自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記の自

転車等については，４月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない自転車等については，

処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第３３号

広島市告示（南区）第５４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第５５号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第５６号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ２ 日

　青崎一丁目自転車等駐車場及び天神川南自転車等駐車場内に，

長期間駐車されていた下記の自転車等については，４月１１日に

広島市西部自転車等保管所へ移動したので，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない自転車等については，

処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第５７号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第５８号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ４ 日

　広島駅南口第二駐輪場内に，長期間駐車されていた下記の自転

車等については，４月１３日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第５９号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ４ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５
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を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市中区大手町五丁目３番１２号

　　株式会社第一ビルサービス

　　代表取締役　杉川　聡

２　委託した期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第３７号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市西区地域福祉センターの使用料収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市西区福島町二丁目２４番１号

　　社会福祉法人広島市西区社会福祉協議会

　　代表者　会長　水戸川　旭

２　委託する期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第３８号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ６ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，平成２８年４月６日から同月２０日まで，広

島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

新 里　道 西５区５号里
道

広島市西区井口一丁目１５６５番
地先から
広島市西区井口一丁目１５５９番
地１地先まで

旧 里　道 西５区５号里
道

広島市西区井口一丁目１５６５番
地５地先から
広島市西区井口一丁目１５５６番
地１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第３９号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市草津老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号

　　池袋ＩＳＰタマビル

　　特定非営利活動法人ワーカーズコープ

　　代表者　代表理事　藤田　徹

２　委託する期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第３４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市南観音老人福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市中区基町５番４４号（広島商工会議所ビル内）

　　三栄パブリックサービス株式会社

　　代表者　代表取締役　田口　智之

２　委託する期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第３５号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，西部埋立第五公園照明点灯カード売払代金の

収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市南区松川町５番９号

　　株式会社オオケン

　　代表取締役　大中　恒男

２　委託した期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第３６号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，竜王公園照明点灯カード売払代金の収納事務



―４０―　第１０３２号� 平成２８年５月３１日広　　島　　市　　報

広島市告示（西区）第４５号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４６号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４７号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市安佐南区地域福祉センターの使用料の

収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　所在地　広島市安佐南区中須一丁目３８番１３号

　　名　称　社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会

　　代表者　会長　寺尾　一秀

２　委託した期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市祇園福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４０号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４１号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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　　伴学区社会福祉協議会

　　代表者　会　長　伴　晴英

２　委託する期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２８号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ６ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，安佐南区役所市民部市民課区出納員の

事務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

　　安佐南区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

神田　暢浩

佐藤　京子

百出　弘美

下谷　久美

加藤　　豊

藤井　三郎

住井　真佐江

２　委任させた事務

　広島市証明等手数料条例第２条第９号，第１４号及び第１６

号に規定する手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限る）

３　委任期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２９号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ７ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１８年１０月１８日付けで不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した瀬戸内苑団地自

治会（旧代表者　保田　強）について，次のとおり告示事項を変

更しました。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　氏　名　　遊佐　康彦

　　住　所　　広島市安佐南区伴東二丁目４６番４号

２　事務所

　　広島市安佐南区伴東二丁目４６番４号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３０号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ２ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，平成２８年４月１２日から平成２８年４月

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　所在地　東京都豊島区東池袋１丁目４４番３号

　　名　称　特定非営利活動法人ワーカーズコープ

　　代表者　代表理事　藤田　徹

２　委託した期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２５号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市伴福祉センターの使用料及びイベント

広場照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したの

で，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　所在地　広島市中区基町５番４４号

　　名　称　三栄パブリックサービス株式会社

　　代表者　代表取締役　田口　智之

２　委託した期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２６号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市安佐南区中須一丁目３８番１３号

　　社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会

　　代表者　会　長　寺尾　一秀

２　委託する期間

　　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２７号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市安佐南区伴東七丁目６４番７号
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ３ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１８年３月９日付けで不動産又は不動産に

関する権利等を保有する団体として認可した若葉台町内会（旧代

表者　日向　晴久）について，次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及びその内容

　代表者の氏名及び住所

　　氏　名　則川　浩二

　　住　所　広島市安佐南区伴北七丁目４８番３号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ５ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，平成２８年４月２５日から同年５月９日ま

で，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
旧

安佐南４区１�
１２６号里道

安佐南区伴中央四丁目３４２４番
１地先～３４２４番１地先

新 安佐南区伴中央四丁目３４２５番
１地先～３４２４番１地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３５号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ５ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１９年３月１３日付けで不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可したイトーピア長楽寺

町内会（旧代表者　藤田　秀之）について，次のとおり告示事項

を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　氏　名　枝澤　明彦

　　住　所　広島市安佐南区長楽寺一丁目８２番２６号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３６号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ５ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１３年５月９日付けで不動産又は不動産に

２６日まで，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
旧 安佐南３区８�

３５号里道
祇園一丁目１７０番地先から
祇園三丁目１６８番地先まで

新 安佐南３区８�
３５号里道

祇園一丁目１７０番地先から
祇園一丁目１７０番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３１号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ２ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，安佐南区役所市民部沼田出張所区出納

員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので，同項後段の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　解除を受けた区分任出納員の設置場所

　　安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所

２　解除を受けた区分任出納員

　　安佐南区役所市民部沼田出張所　主任　池田　肇

　�　安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所　連絡所主任　小

松　年江

３　解除させた事務

　広島市会計規則第８５条第1項中別表第３の出張所長が行う

収納事務

４　解除年月日

　　平成２８年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ２ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，安佐南区役所市民部沼田出張所区出納

員の事務の一部委任を次のとおり委任させたので，同項後段の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員の設置場所

　　安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所

２　委任を受けた区分任出納員

　　安佐南区役所市民部沼田出張所　主任　濱本　康敬

　�　安佐南区役所市民部沼田出張所　戸山連絡所　連絡所主任　

西村　美香

３　委任させた事務

　広島市会計規則別表第３の出張所長が行う収納事務

４　委任年月日

　　平成２８年４月１日



平成２８年５月３１日� 第１０３２号　―４３―広　　島　　市　　報

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 区間

国　道 一般国道１８３号

広島市安佐北区可部一丁目７６２番
１から
広島市安佐北区可部一丁目７１９番
１まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ １ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１５年９月５日付けで，不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋三区町内会

（代表者　川重　康典）について，次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区三入六丁
目２０番７号

広島市安佐北区三入六丁
目１２番４－１２号

代表者の
氏名及び
住所

川重　康典
広島市安佐北区三入六丁
目２０番７号

山中　泰
広島市安佐北区三入六丁
目１２番４－１２号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，安佐北区役所安佐出張所区出納員の事

務の一部委任を次のとおり解除させたので，同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた区分任出納員

　安佐北区役所安佐出張所　主　任　　　野瀬　さよ子

　　　　　　　　　　　　　事務指導員　小川　明夫

２　解除する事務

⑴　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る督促手数

料，延滞金，過少申告加算金，不申告加算金，重加算金及び

滞納処分による収納金の収納

⑵　国民健康保険料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

⑶　国民健康保険未収納一部負担金の収納

⑷　国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び

納付金の収納

⑸　介護保険料及びこれに係る延滞金の収納

⑹　介護保険の介護給付費及び予防給付費の誤払過渡返還金及

関する権利等を保有する団体として認可したあさおか自治会（旧

代表者　熊谷　茂實）について，次のとおり告示事項を変更しま

した。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　氏　名　沖本　洋幸

　　住　所　広島市安佐南区相田五丁目３９番１６号

２　事務所

　　広島市安佐南区相田五丁目３９番１６号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７０号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市安佐北区地域福祉センター及び広島市

可部福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したの

で，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市安佐北区可部三丁目１９番２２号

社会福祉法人広島市安佐北区社会福祉協議会

代表者　会長　伊東　昭善

２　委託する期間

　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７０－２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市筒瀬福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区基町５番４４号

三栄パブリックサービス株式会社

代表者　代表取締役　田口　智之

２　委託する期間

　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７１号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９

号）第３条第１項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路に

指定したので，同条第４項の規定に基づき次のとおり告示しま

す。
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⑾　広島市証明等手数料条例第２条に規定する手数料（出張所

の所掌事務に係るものに限る。）の収納

⑿　下水道敷占用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

⒀　下水道事業受益者負担金並びにこれに係る督促手数料及び

延滞金の収納

⒁　下水道事業受益者負担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

⒂　下水道事業分担金及びこれに係る延滞金の収納

⒃　下水道事業分担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

３　委任年月日

平成２８年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７５号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，安佐北区役所市民部市民課区出納員の

事務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　区分任出納員設置箇所

　安佐北区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

２　委任を受けた区分任出納員

　　主　査　櫻井　睦恵

　　主　事　髙岡　智幸

　　嘱託員　岸　芳江

　　嘱託員　壹柳　協

　　嘱託員　大藤　令子

　　嘱託員　浜田　明子

３　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例第２条第９号，第１３号及び第１６

号に規定する手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限る）

４　引継ぎの方法

　　翌日（区役所の閉庁日の場合，最も近い開庁日）までに引継

ぐ。

５　委任期間

　平成２８年４月1日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７６号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ２ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１１年３月３０日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した桐山自治会（代

表者　武井　正數）について，次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

び納付金の収納

⑺　後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納

⑻　児童福祉施設徴収金及び道路占用料並びにこれらに係る督

促手数料及び延滞金の収納

⑼　市営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

⑽　幼稚園授業料の収納

⑾　広島市証明等手数料条例第２条に規定する手数料（出張所

の所掌事務に係るものに限る。）の収納

⑿　下水道敷占用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

⒀　下水道事業受益者負担金並びにこれに係る督促手数料及び

延滞金の収納

⒁　下水道事業受益者負担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

⒂　下水道事業分担金及びこれに係る延滞金の収納

⒃　下水道事業分担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

３　解除年月日

平成２８年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，安佐北区役所安佐出張所区出納員の事

務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた区分任出納員

　　安佐北区役所安佐出張所　主任　　　　　　鳥本　史子

　　　　　　　　　　　　　　主事（シニア）　野瀬　さよ子

　　　　　　　　　　　　　　事務推進員　　　郷端　由美子

２　委任させた事務

⑴　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る督促手数

料，延滞金，過少申告加算金，不申告加算金，重加算金及び

滞納処分による収納金の収納

⑵　国民健康保険料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

⑶　国民健康保険未収納一部負担金の収納

⑷　国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び

納付金の収納

⑸　介護保険料及びこれに係る延滞金の収納

⑹　介護保険の介護給付費及び予防給付費の誤払過渡返還金及

び納付金の収納

⑺　後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納

⑻　児童福祉施設徴収金及び道路占用料並びにこれらに係る督

促手数料及び延滞金の収納

⑼　市営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

⑽　幼稚園授業料の収納
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　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１５年１０月２３日付けで，不動産又は不

動産に関する権利等を保有する団体として認可した福原町内会

（代表者　有馬　富男）について，次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区亀山三丁
目８番３０号

広島市安佐北区亀山三丁
目２１番６号

代表者の
氏名及び
住所

有馬　富男
広島市安佐北区亀山三丁
目８番３０号

猪野　弘孝
広島市安佐北区亀山三丁
目２１番６号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８０号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ４ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２８年４月１４日から同月２８日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員
（ｍ）

敷地の
延長
（ｍ）

市　道
安佐北１
区５９号
線

安佐北区白木町
大字市川字天応
１５５６番１地
先から
安佐北区白木町
大字市川字天応
１５４６番１地
先まで

旧
3.30
～
4.10

18.90

新
3.30
～
6.10

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８１号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ４ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２８年４月１４日から同月２８日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

　広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安佐北
１区５�
９号線

安佐北区白木町大字市川字天
応１５５６番１地先から
安佐北区白木町大字市川字天
応１５４６番１地先まで

平成２８年４月
１４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区可部町大
字桐原４８５番地１６

広島市安佐北区可部町桐
原４８５番地１５

代表者の
氏名及び
住所

武井　正數
広島市安佐北区可部町大
字桐原４８５番地１６

西光　道雄
広島市安佐北区可部町桐
原４８５番地１５

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７７号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ３ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１５年９月５日付けで，不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋４区町内会

（代表者　倉本　明登）について，次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区三入七丁
目１５番３３号

広島市安佐北区三入七丁
目７番７号

代表者の
氏名及び
住所

倉本　明登
広島市安佐北区三入七丁
目１５番３３号

大塚　繁夫
広島市安佐北区三入七丁
目７番７号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７８号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ３ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成８年８月１日付けで，不動産又は不動産に

関する権利等を保有する団体として認可した上中２区町内会（代

表者　田中　廣憲）について，次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区可部五丁
目１４番２８号

広島市安佐北区可部四丁
目５番１７－５号

代表者の
氏名及び
住所

田中　廣憲
広島市安佐北区可部五丁
目１４番２８号

甲斐　浩治
広島市安佐北区可部四丁
目５番１７－５号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７９号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ３ 日
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旧 新

事務所 広島市安佐北区亀山南一
丁目１７番３３号

広島市安佐北区亀山南一
丁目１９番２４号

代表者の
氏名及び
住所

西山　義隆
広島市安佐北区亀山南一
丁目１７番３３号

中木　正巳
広島市安佐北区亀山南一
丁目１９番２４号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８５号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ７ 日

　可部駅西口北側駐輪場，可部駅東口駐輪場，安芸矢口駅前駐輪

場，安芸矢口駅駐輪場，玖村駅駐輪場，下深川駅北口駐輪場に長

期間駐車されていた別紙自転車等については，平成２８年４月

２５日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８６号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第２８号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は，広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指 定 番 号　　第１号

２　指定年月日　　平成２８年４月１日

３　道路の位置　　�広島市安芸区畑賀一丁目１０６番２３の一部，

１１７番１の一部，１１７番２の一部，１１�

８番１の一部，１１８番２の一部

４　幅　　　員　　４，１５メートル

５　延　　　長　　２５．６メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第２９号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市安芸区地域福祉センター，広島市畑賀

福祉センター，広島市阿戸福祉センター及び広島市矢野福祉セン

ターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項

広島市告示（安佐北区）第８２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ２ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１３年９月１７日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した本郷下自治会

（代表者　町田　治助）について，次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

代表者の氏名住所

２　変更の内容

旧 新

代表者の
氏名住所

町田　治助
広島市安佐北区安佐町大
字久地５０２２番地

正月　武彦
広島市安佐北区安佐町大
字久地５０３６番地

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ２ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成２１年１２月３日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した小河原団地自治

会（代表者　仁井谷　諭）について，次のとおり告示事項を変更

しました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区小河原町
２２６番地１３

広島市安佐北区小河原町
２２６番地６８

代表者の
氏名及び
住所

仁井谷　諭
広島市安佐北区小河原町
２２６番地１３

竹田　武信
広島市安佐北区小河原町
２２６番地６８

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ２ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成７年３月２４日付けで，不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した荒下自治会（代表

者　西山　義隆）について，次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容
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１　指 定 番 号　　第２号

２　指定年月日　　平成２８年４月５日

３　道路の位置　　�広島市安芸区矢野町字寺屋敷７５２番９２の

一部，７５２番９５の一部，７５２番１０２

の一部

４　幅　　　員　　４．５メートル

５　延　　　長　　３４．８９メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ １ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は，広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指 定 番 号　　第３号

２　指定年月日　　平成２８年４月１１日

３　道路の位置　　�広島市安芸区中野一丁目４２番１の一部，４�

２番２の一部

４　幅　　　員　　４．０５メートル

５　延　　　長　　１３．４０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ３ 日

　安芸区駐輪場内に，長期間駐車されていた下記の車両について

は，４月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたので，

告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない車両については，処分

します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３５号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ３ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，安芸区役所市民部中野出張所区出納員

の事務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

　　安芸区役所市民部中野出張所　主任　　瀬戸　一郎

　　（畑賀連絡所）　　　　　　　主査　　重田　美恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　主事　　渡辺　明美

２　委任させた事務

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０条）

第２条に規定する手数料の収納

の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受ける者

　広島市安芸区船越南三丁目２番１６号

　社会福祉法人広島市安芸区社会福祉協議会

　代表者　会長　中島　幸子

２　委託する期間

　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３０号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市瀬野福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受ける者

　大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目７番１２号

　テルウェル西日本株式会社

　代表取締役　村井　守

２　委託する期間

　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３１号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広島

市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の収納事務を次のとおり委

託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　広島市安芸区船越南三丁目２番１６号

　社会福祉法人広島市安芸区社会福祉協議会

　代表者　会長　中島　幸子

２　委託した期間

　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ５ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を，次のとおり指定しました。

　関係図書は，広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實
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１　指 定 番 号　　第４号

２　指定年月日　　平成２８年４月１８日

３　道路の位置　　�広島市安芸区中野東一丁目７５７２番１の一

部，７５７４番１の一部，７５７５番１の一

部，７５７５番２の一部，７５７６番１の一

部，７５７６番２の一部，７６７６番４の一

部，７５７６番７，７５７６番１地先里道及

び水路

４　幅　　　員　　４．０メートル

５　延　　　長　　６６．８６メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３９号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ２ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，安芸区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

　　安芸区役所市民部市民課　　主　任　　石井　範子

　　　（区役所時間外窓口）　　主　事　　齊藤　和子

　　　　　　　　　　　　　　　主　事　　藤本　佳彦

　　　　　　　　　　　　　　　主　事　　長友　幾子

　　　　　　　　　　　　　　　主　事　　山田　あすか

　　　　　　　　　　　　　　　主　事　　上野　祥太

２　委任させた事務

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

（区役所の時間外窓口の事務）

３　委任年月日

平成２８年４月１日

４　委任期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４０号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ２ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，安芸区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

　　安芸区役所市民部市民課　　　日直員　加藤　寛治

　　　（区役所時間外受付窓口）　日直員　川崎　雄一

　　　　　　　　　　　　　　　　日直員　中本　尋子

　　　　　　　　　　　　　　　　日直員　寺崎　明子

２　委任させた事務

３　委任年月日

平成２８年４月１日

４　委任期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３６号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ３ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，安芸区役所市民部中野出張所区出納員

の事務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

　　安芸区役所市民部中野出張所　　主任（嘱託）　岩根　雅代

　　（畑賀連絡所）　　　　　　　　臨時職員　　　神田　純

２　委任させた事務

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０条）

第２条に規定する手数料の収納

３　委任年月日

平成２８年４月１日

４　委任期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３７号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ５ 日

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき，平成４年５

月１３日付けで，不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

体として認可した宮ノ下町内会（代表者　住田　信男）につい

て，つぎのとおり告示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

区域

　規約第３条中の次の区域を削る。

（広島市安芸区瀬野五丁目７番の区域）

　規約第３条中の次の区域を加える。

�（広島市安芸区瀬野五丁目５番のうち土地地番１６７３番１

の区域）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３８号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ８ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は，広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實
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項の規定に基づき，広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市佐伯区坪井一丁目２８番１１号

佐伯区観音社会福祉協議会

代表者　会長　佐々木　昇

２　委託する期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使用

料収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区基町５番４４号

三栄パブリックサービス株式会社　代表取締役　田口　智之

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ５ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成２３年８月３０日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した五月が丘一丁目

町内会（代表者　深田　一夫）について，次のとおり告示事項を

変更しました。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及び内容

１　代表者氏名及び住所

高田　稔男

広島市佐伯区五月が丘一丁目６番１８号

２　変更の年月日

平成２８年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ６ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，佐伯区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部委任を次のとおり解除させたので，同項後段の規定によ

り告示します。

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０条）

第２条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

平成２８年４月１日

４　委任期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４１号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車を撤去し，保管したので，同条例第１２条第１項の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ６ 日

　安芸区駐輪場内に，長期間駐車されていた下記の車両について

は，４月２２日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたの

で，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない車両については，処分

します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５０号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市老人いこいの家新宮山荘，広島市老人

いこいの家窓山荘，広島市老人いこいの家さつき荘，広島市老人

いこいの家八幡荘，広島市老人いこいの家倉重荘，広島市老人い

こいの家中央荘，広島市老人いこいの家五日市荘，広島市老人い

こいの家楽々荘，広島市老人いこいの家美隅荘の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市佐伯区海老園一丁目４番５号

社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会

代表者　会長　久保田　詳三

２　委託する期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５１号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１
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主事　　野﨑　淳子

主事　　益村　晶子

主事　　田中　磨美

主事　　長嶺　展江

主事　　奥　真貴

主事　　髙野　紀子

主事　　串田　夢子

主事　　山本　慧

２　委任させた事務

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

平成２８年４月１日

４　委任期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５７号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ６ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，佐伯区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

佐伯区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

日直員　　大江　真弓

日直員　　椙山　真介

日直員　　廣實　節子

日直員　　⻆　静香

２　委任させた事務

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

平成２８年４月１日

４　委任期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５８号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ６ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，佐伯区役所湯来出張所区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

佐伯区役所湯来出張所（砂谷連絡所）

主任　　　西中　末子

広島市長　　松　井　一　實

１　解除を受けた区分任出納員

佐伯区役所市民部市民課（五月が丘窓口連絡所及び美鈴が丘

窓口連絡所）

主事　　宮﨑　美雪

主事　　久米　寛子

２　解除させた事務

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（窓口連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　解除年月日

平成２８年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５５号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ６ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，佐伯区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

佐伯区役所市民部市民課（五月が丘窓口連絡所及び美鈴が丘

窓口連絡所）

主査　　洲加本　有衣子

主事　　髙野　紀子

２　委任させた事務

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（窓口連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

平成２８年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５６号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ６ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

６第４項の規定に基づき，佐伯区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

佐伯区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

係長　　田口　美智子

係長　　久保　英治

主査　　福馬　庸子

主査　　洲加本　有衣子

主査　　上原　ゆかり
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納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市佐伯区海老園一丁目４番５号

社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会

会長　久保田　詳三

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市石内福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区基町５番４４号

三栄パブリックサービス株式会社

代表者　代表取締役　田口　智之

２　委託した期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ８ 日

　次のとおり水路を廃止します。

　その関係図面は，平成２８年４月８日から同月２２日まで，広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 水路名 所在（起点及び終点）

水　路 Ｋ３－Ｈ－１２０
－１－３号水路

広島市佐伯区三宅四丁目５１１番１
地先から
広島市佐伯区三宅四丁目甲５１８番
１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６５号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ８ 日

　次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。

　その関係図面は，平成２８年４月８日から同月２２日まで，広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

主任　　　辻本　恵子

主任　　　新田　哲也

主事　　　正国　顕寿

主事　　　木元　幸

２　委任させた事務

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（砂谷連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

平成２８年４月１日

４　委任期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５９号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６０号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６１号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ７ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，平成２８年４月６日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の収
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たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７０号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７１号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ８ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，平成２８年４月１５日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

区分 水路名 所在（起点及び終点）

水　路 Ｋ３－Ｈ－１１－
２－３８号水路

広島市佐伯区五日市七丁目１６９６
番１地先から
広島市佐伯区五日市七丁目１６９６
番１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６６号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ８ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，平成２８年４月８日から同月２２日まで，広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 佐伯３区６４８号
里道

広島市佐伯区三宅四丁目５１１番１
地先から
広島市佐伯区三宅四丁目甲５１８番
１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６７号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ８ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，平成２８年４月８日から同月２２日まで，広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 佐伯４区３６９号
里道

広島市佐伯区五日市七丁目１６９６
番１地先から
広島市佐伯区五日市七丁目１６９６
番１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６８号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６９号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ２ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，平成２８年４月１１日に広島市西部自転車等保管所へ移動し
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律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２８年４月２６日から同年５月１０日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

市　道
佐伯１区
４９２号
線

佐伯区石内東二
丁目５００番地
３１０地先から
佐伯区石内東二
丁目５００番地
３０９地先まで

旧
メートル
12.00
～
18.00

メートル

47.00

新
メートル
15.50
～
21.00

メートル

47.00

市　道
佐伯１区
５０１号
線

佐伯区石内東二
丁目５００番地
３１２地先から
佐伯区石内東二
丁目５００番地
３０９地先まで

旧

メートル
49.50
～
56.45

メートル

42.00

新

メートル
52.20
～
59.00

メートル

42.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７９号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ６ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２８年４月２６日から同年５月１０日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯１
区４９�
２号線

佐伯区石内東二丁目５００番
地３１０地先から
佐伯区石内東二丁目５００番
地３０９地先まで

平成２８年４月
２６日

市　道
佐伯１
区５０�
１号線

佐伯区石内東二丁目５００番
地３１２地先から
佐伯区石内東二丁目５００番
地３０９地先まで

平成２８年４月
２６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８０号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７５号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ５ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，平成２８年４月２２日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７６号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７７号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ５ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，平成２８年４月２３日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７８号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ６ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法
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㈱中央調査社
会長　西澤　豊

世論調査の
実施

平成２７年
７月７日

舟入南１丁目，２丁目，５
丁目

㈳新情報センタ
ー
会長　安藤　昌
弘

世論調査の
実施

平成２７年
７月７日 白島九軒町

㈱日本リサーチ
センター
代表取締役　鈴
木　稲博

世論調査の
実施

平成２７年
７月８日 舟入本町・舟入中町

㈱中央調査社
会長　西澤　豊

世論調査の
実施

平成２７年
７月１４日 光南１丁目

備考

１　公表の対象は，閲覧日が平成２７年４月１日から平成

２８年３月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場

合にあっては，その名称及び代表者又は管理者の氏名をい

います。

（平成２７年度の状況）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

㈱インテージリ
サーチ
代表取締役　井
上　孝志

世論調査の
実施

平成２７年
７月３０日 基町

㈱サーベイリサ
ーチセンター
広島事務所長　
原田　一臣

世論調査の
実施

平成２７年
８月２７日

上八丁堀・袋町・東千田
町・榎町

㈳中央調査社
会長　西澤　豊

世論調査の
実施

平成２７年
９月８日 江波本町

㈱日本リサーチ
センター
代表取締役　鈴
木　稲博

世論調査の
実施

平成２７年
９月２９日 住吉町・千田町一丁目

㈳新情報センタ
ー
会長　安藤　昌
弘

統計調査の
実施

平成２７年
９月３０日 羽衣町

㈳新情報センタ
ー
会長　安藤　昌
弘

世論調査の
実施

平成２７年
１１月２６
日

白島中町

㈳中央調査社
会長　西澤　豊

世論調査の
実施

平成２７年
１１月２６
日

榎町

㈱ビデオリサー
チ
代表取締役　秋
山　創一

世論調査の
実施

平成２７年
１２月２２
日

吉島新町一丁目

㈳中央調査社
会長　西澤　豊

世論調査の
実施

平成２８年
１月１３日 土橋町

㈳中央調査社
会長　西澤　豊

世論調査の
実施

平成２８年
１月１３日 上八丁堀

朝日新聞
広島総局長　杉
林　浩典

世論調査の
実施

平成２８年
１月２６日 広島市中区全域

㈳新情報センタ
ー
会長　安藤　昌
弘

統計調査の
実施

平成２８年
２月４日 吉島西一丁目・光南一丁目

ＫＣＣＳモバイ
ルエンシニアリ
ング㈱
代表取締役社長
　角　秀男

統計調査の
実施

平成２８年
２月１０日

江波栄町・紙屋町・鶴見
町・舟入南

区 告 示
広島市中区告示第１号

平成２８年４月２７日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市中区長　　和　田　厚　志

（平成２７年度の状況）

国又は地方公
共団体の機関
の名称

請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住
民の範囲

防衛省 自衛官等の募集
に伴う広報

平成２８年１月
１９日～２０日 中区全域

備考　�公表の対象は，閲覧日が平成２７年４月１日から平成２８

年３月３１日までのものです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区告示第２号

平成２８年４月２７日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市中区長　　和　田　厚　志

（平成２７年度の状況）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

㈱日本リサーチ
センター
代表取締役　鈴
木　稲博

統計調査の
実施

平成２７年
４月１４日 吉島東１丁目

㈱日本リサーチ
センター
代表取締役　鈴
木　稲博

世論調査の
実施

平成２７年
４月１５日 羽衣町

㈳新情報センタ
ー
会長　安藤　昌
弘

統計調査の
実施

平成２７年
５月２８日 住吉町

㈱中国新聞社
代表取締役　岡
谷　義則

世論調査の
実施

平成２７年
６月３日

江波西２丁目・江波本町・
大手町５丁目・銀山町・上
八丁堀・光南１丁目・堺町
１丁目・住吉町・竹屋町・
鶴見町・鉄砲町・西川口
町・西十日市町・白島北
町・白島九軒町・東千田町
１丁目・広瀬北町・袋町・
舟入中町・舟入町・舟入南
１丁目・舟入南４丁目・本
川町３丁目・南千田西町・
南竹屋町・吉島西３丁目・
吉島東１丁目

㈱日本リサーチ
センター
代表取締役　鈴
木　稲博

世論調査の
実施

平成２７年
６月９日 舟入本町・舟入中町
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（平成２７年度の状況）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

株式会社日本リ
サーチセンター
代表取締役社長
　鈴木　稲博

６月全国個
人視聴率調
査

平成２７年
４月１５日 戸坂大上４丁目

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

日本人のメ
ディア利用
に関する実
態調査

平成２７年
５月１９日 牛田早稲田３丁目

株式会社インテ
ージリサーチ
代表取締役社長
　井上　孝志

平成２７年
度　旅行・
観光消費動
向調査

平成２７年
５月２０日 中山西１丁目，２丁目

株式会社日本リ
サーチセンター
代表取締役社長
　鈴木　稲博

４～９歳・
１０代のス
ポーツライ
フに関する
調査

平成２７年
５月２６日 中山上２丁目

一般社団法人新
情報センター
会長　安藤　昌
弘

国民生活に
関する世論
調査

平成２７年
６月３日 矢賀新町４丁目

一般社団法人中
国新聞社
代表取締役会長
　岡谷　義則

世論調査
（広島市広
域 商 圏 調
査）

平成２７年
６月１０日

愛宕町，牛田旭２丁目，牛
田東２丁目，牛田本町３丁
目，牛田早稲田１丁目，尾
長西２丁目，中山新町３丁
目，中山西２丁目，光が
丘，戸坂出江１丁目，戸坂
くるめ木２丁目，戸坂桜西
町，戸坂南２丁目，矢賀３
丁目，矢賀新町５丁目

株式会社中国新
聞社
代表取締役社長
　岡谷　義則

世 論 調 査
（広島市広
域 商 圏 調
査）

平成２７年
６月１８日

馬木９丁目，上温品２丁
目，温品５丁目，福田８丁
目

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

日常生活に
関するアン
ケート

平成２７年
６月３０日 若草町，光町１丁目

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

第８回メデ
ィアに関す
る全国世論
調査

平成２７年
７月９日 牛田東１丁目

一般社団法人新
情報センター
会長　安藤　昌
弘

ストレスと
健康　全国
調査２０１�
５

平成２７年
７月１５日 尾長東１丁目

一般社団法人新
情報センター
会長　安藤　昌
弘

ライフスタ
イルのあり
方に関する
世論調査

平成２７年
７月２３日 矢賀２丁目

一般社団法人新
情報センター
会長　安藤　昌
弘

消費者行政
の推進に関
する世論調
査

平成２７年
８月１８日 牛田旭２丁目

株式会社サーベ
イリサーチセン
ター広島事務所
広島事務所長　
原田　一臣

平成２７年
度全国都市
交通特性調
査（中国ブ
ロック）

平成２７年
８月２１日 福田１～８丁目

株式会社サーベ
イリサーチセン
ター広島事務所
広島事務所長　
原田　一臣

平成２７年
度全国都市
交通特性調
査（中国ブ
ロック）

平成２７年
８月２７日

若草町，牛田南１～２丁
目，中山新町１～３丁目

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

メディアの
接触と評価
に関する調
査

平成２７年
１０月１５
日

中山南１丁目

備考

１　公表の対象は，閲覧日が平成２７年４月１日から平成

２８年３月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場

合にあっては，その名称及び代表者又は管理者の氏名をい

います。

（平成２７年度の状況）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

㈳中央調査社
会長　西澤　豊

世論調査の
実施

平成２８年
２月２４日 基町

㈱日本リサーチ
センター
代表取締役　鈴
木　稲博

世論調査の
実施

平成２８年
３月１５日 江波東一丁目

備考

１　公表の対象は，閲覧日が平成２７年４月１日から平成

２８年３月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場

合にあっては，その名称及び代表者又は管理者の氏名をい

います。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区告示第４号

平成２８年４月２１日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市東区長　　松　出　由　美

（平成２７年度の状況）

国又は地方公共
団体の機関の名
称

請求事由の
概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

自衛隊広島地方
協力本部

自衛官等の
募集に伴う
広報

平成２８年
１月１２～
１３日

東区全域
平成２８年
１月２６～
２７日

広島県警察本部
警備部公安課

捜査関係事
項照会

平成２７年
１１月２６
日

光町１丁目

備考�　公表の対象は，閲覧日が平成２７年４月１日から平成２８

年３月３１日までのものです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区告示第５号

平成２８年４月２１日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市東区長　　松　出　由　美



―５６―　第１０３２号� 平成２８年５月３１日広　　島　　市　　報

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地方
協力本部長

自衛官等の
募集に伴う
広報

平成２７年
１２月１８
日

安佐北区（白木・高陽・安
佐出張所管内を除く）全域
平成１０年４月２日から平
成１１年４月１日までの間
に生まれた男女� ２４９件

� （安佐出張所）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地方
協力本部

自衛官等の
募集に伴う
広報

平成２７年
１２月２４
日

安佐出張所管内全域
平成１０年４月２日から平
成１１年４月１日までの間
に生まれた男子（日本人住
民）� ７０件

� （高陽出張所）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地方
協力本部長

自衛官等の
募集に伴う
広報

平成２７年
１２月１７
日

高陽出張所管内全域
平成１０年４月２日から平
成１１年４月１日までの間
に生まれた男子� ３２３件

� （白木出張所）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の年月
日 閲覧に係る住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地方
協力本部長

自衛官等の
募集に伴う
広報

平成２７年
１２月２２
日

安佐北区白木出張所管内全
域
平成１０年４月２日から平
成１１年４月１日までの男
子（日本人住民に限る）
� ３３件

備考�　公表の対象は，閲覧日が平成２７年４月１日から平成２８

年３月３１日までのものです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区告示第２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ６ 日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市安佐北区長　　立　岩　　　薫

（平成２７年度の状況）� （市民課）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

株式会社日本リ
サーチセンター
代表取締役社長
　鈴木　稲博

家計の金融
行動に関す
る世論調査

平成２７年
４月２１日

可部町大字桐原
満２０歳以上の男女
� １６件

一般社団法人新
情報センター
会長　安藤　昌
弘

消費動向調
査

平成２７年
６月３日

可部東四丁目　可部東五丁
目
� ３６件

株式会社中国新
聞社
代表取締役社長
　岡谷　義則

世 論 調 査
（広島市広
域 商 圏 調
査）の実施

平成２７年
６月１６日

大林二丁目　可部一丁目　
可部六丁目　可部東二丁目
　可部町勝木　亀山四丁目
　亀山八丁目　三入一丁目
　三入七丁目
� １３５件

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

２０１５年
１１月全国
放送サービ
ス接触動向
調査

平成２７年
１０月１５
日

牛田新町４丁目

株式会社日本リ
サーチセンター
代表取締役社長
　鈴木　稲博

第２回　家
計と貯蓄に
関する調査

平成２７年
１１月５日 中山新町１～２丁目

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

第７回勤労
生活に関す
る調査

平成２７年
１１月１１
日

牛田東２丁目

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

２０１５年
度アジアン
バロメータ
ー調査

平成２７年
１２月２日 光町２丁目

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

若者の生活
に関する調
査

平成２７年
１２月３日 福田３丁目

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

土地問題に
関する国民
の意識調査

平成２７年
１２月１６
日

牛田旭１丁目

一般社団法人新
情報センター
会長　安藤　昌
弘

政治意識に
関する世論
調査

平成２７年
１２月１７
日

矢賀２～４丁目

株式会社ビデオ
リサーチ
代表取締役社長
　秋山　創一

２０１６年
全国たばこ
喫煙者調査

平成２７年
１２月１７
日

牛田新町４丁目，中山上１
丁目

株式会社日本リ
サーチセンター
代表取締役社長
　鈴木　稲博

食生活に関
する世論調
査２０１６

平成２８年
２月３日 戸坂くるめ木１丁目

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

宝くじに関
する世論調
査

平成２８年
３月３日 尾長西１丁目

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

平成２８年
度生活保障
に関する調
査

平成２８年
３月３日 上温品４丁目

株式会社日本リ
サーチセンター
代表取締役社長
　鈴木　稲博

食生活に関
するアンケ
ート調査

平成２８年
３月８日

戸坂新町２丁目，戸坂千足
１丁目

備考

１　公表の対象は，閲覧日が平成２７年４月１日から平成２８

年３月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合

にあっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいま

す。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区告示第１号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ６ 日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市安佐北区長　　立　岩　　　薫

（平成２７年度の状況）� （市民課）



平成２８年５月３１日� 第１０３２号　―５７―広　　島　　市　　報

株式会社サーベ
イリサーチセン
ター広島事務所
広島事務所長　
原田　一臣

「平成２７
年度全国都
市交通特性
調査（中国
ブロック）�
」の対象者
抽出

平成２７年
８月１８日

落合南一～九丁目，上深川
町
� ２１０件

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

「メディア
の接触と評
価に関する
調査」実施
のための対
象者抽出

平成２７年
１０月１５
日

真亀四丁目
満１５～７９歳（昭和１０
年１１月１日から平成１２
年１０月末日まで生まれ）
の日本人男女
� ２０件

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

「若者の生
活に関する
調査」実施
のための対
象者抽出

平成２７年
１２月１日

落合二丁目
１５歳以上３９歳以下（昭
和５１年４月１日～平成
１２年３月３１日まで生ま
れ）の日本人の男女
� ２５件

株式会社ビデオ
リサーチ
代表取締役社長
　秋山　創一

日本たばこ
産業株式会
社が実施す
る２０１６
年「全国た
ばこ喫煙者
調査」の対
象者抽出

平成２８年
１月１９日

口田南四丁目
大正１５年５月１日～平成
８年４月３０日生まれの男
女
� ２０件

杉山　みちる

可部簡易裁
判所へ調停
申立書を提
出する相手
方の住所氏
名特定

平成２７年
１２月２１
日

口田二丁目２８番周辺の住
民
� １０件

朝日新聞
広島総局長　杉
林　浩典

政治・選挙
などに関す
る国民の意
識調査

平成２８年
１月１５日

１９９６年７月１日から
１９９８年６月３０日まで
に出生した男女
� １０件

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

「平成２８
年度生活保
障に関する
調査」実施
のための対
象者抽出

平成２８年
３月１日

亀崎一丁目
満１８歳以上６９歳以下
（昭和２１年４月１日～平
成１０年３月末日までに生
まれた）日本人の男女
� ３５件

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤
豊

「宝くじに
関する世論
調査」の実
施のための
対象者抽出

平成２８年
３月１日

深川二丁目
満１８歳以上（平成１０年
３月末日まで生まれ）日本
人の男女
� ２０件

� （白木出張所）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

株式会社インテ
ージリサーチ
代表取締役社長
　井上　孝志

平成２７年
度「旅行・
観光消費動
向調査」対
象抽出

平成２７年
５月１９日

白木町大字市川（年齢・性
別の区別なし，外国人含
む）
� ８５件

株式会社中国新
聞社
代表取締役社長
　岡谷　義則

世 論 調 査
「広島市広
域 商 圏 調
査」の実施

平成２７年
６月１７日

白木町大字小越
� １地点１５件

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

「日常生活
に関するア
ンケート」
の対象者抽
出

平成２７年
６月３０日

白木町大字小越（昭和１０
年７月１日から平成１２年
６月末日まで生まれ）日本
人の男女
� ３９件

備考

１　公表の対象は，閲覧日が平成２７年４月１日から平成２８年

３月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合に

あっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

株式会社毎日新
聞社
代表取締役　朝
比奈　豊

第６９回読
書世論調査
の対象者抽
出

平成２７年
６月１７日

可部町大字桐原
� １２件

株式会社サーベ
イリサーチセン
ター
広島事務所長　
原田　一臣

平成２７年
度全国都市
交通特性調
査に伴う対
象者の抽出

平成２７年
８月２７日

亀山西一丁目二丁目
� ３８件

一般社団法人新
情報センター
会長　安藤　昌
弘

消費者行政
の推進に関
する世論調
査

平成２７年
８月２０日

亀山西一丁目（平成７年８
月３１日以前に生まれた
者）� １４件

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

住生活に関
する世論調
査

平成２７年
９月１５日

三入東一丁目
� １３件

一般社団法人新
情報センター
会長　安藤　昌
弘

平成２７年
度消費者意
識基本調査

平成２７年
１０月２０
日

可部九丁目
� ２５件

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

教育生涯学
習に関する
世論調査

平成２７年
１１月２５
日

可部八丁目
満２０歳以上の男女
� １３件

株式会社ビデオ
リサーチ
代表取締役社長
　秋山　創一

「全国たば
こ喫煙者調
査」の実施

平成２８年
１月１５日

可部七丁目（大正１５年５
月１日～平成８年４月３０
日生まれの男女）
� ２０件

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

外交に関す
る世論調査
の実施

平成２７年
１２月１６
日

亀山四丁目
満２０歳以上の男女
� １４件

� （安佐出張所）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

社団法人新情報
センター
会長　安藤　昌
弘

「オリンピ
ック・パラ
リンピック
に関する世
論調査」

平成２７年
５月２０日

あさひが丘１丁目（２０歳
以上の男女）� １４件

株式会社中国新
聞社
社長　岡谷　義
則

世 論 調 査
「広島市広
域 商 圏 調
査」

平成２７年
６月９日

安佐町飯室・あさひが丘９
丁目
� ２地点３０件

社団法人中央調
査社
会長　西澤　豊

「勤労生活
に関する調
査」対象者
抽出

平成２７年
１１月１１
日

安佐町久地（満２０歳以上
の日本人の男女）
� １５件

社団法人中央調
査社
会長　西澤　豊

「公共サー
ビスに関す
る 世 論 調
査」対象者
抽出

平成２８年
１月６日

安佐町後山（満２０歳以上
の日本人の男女）
� １３件

社団法人中央調
査社
会長　西澤　豊

「国語に関
する世論調
査」対象者
抽出

平成２８年
１月２６日

安佐町小河内（満１６歳以
上の日本人の男女）
� １６件

� （高陽出張所）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

株式会社中国新
聞社
代表取締役社長
　岡谷　義則

世 論 調 査
（広島市広
域 商 圏 調
査）の実施

平成２７年
６月１６日

小河原町，落合二丁目，落
合南一・七丁目，亀崎二丁
目，口田一・五丁目，口田
南三丁目，深川五丁目，真
亀三丁目
� １０地点　１５０件

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

「２０１５
年新聞及び
ウエブ利用
に関する総
合調査」の
対象者抽出

平成２７年
６月３０日

口田一・二丁目
満１５歳以上（平成１２年
８月末日まで生まれ）日本
人の男女
� ２４件
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株式会社中国新
聞社
代表取締役社長
　岡谷　義則

広島市広域
商圏調査実
施のための
対象者抽出

平成２７年
６月１６日 阿戸町

株式会社中国新
聞社
代表取締役社長
　岡谷　義則

広島市広域
商圏調査実
施のための
対象者抽出

平成２７年
６月２３日

瀬野　一丁目
瀬野西二丁目
中野　四丁目
中野東二丁目
畑賀　三丁目

株式会社中国新
聞社
代表取締役社長
　岡谷　義則

広島市広域
商圏調査実
施のための
対象者抽出

平成２７年
６月２４日

矢野西二丁目
矢野西六丁目
矢野東四丁目
矢野南四丁目

株式会社中国新
聞社
代表取締役社長
　岡谷　義則

広島市広域
商圏調査実
施のための
対象者抽出

平成２７年
６月２５日

船越一丁目
船越六丁目

一般社団法人新
情報センター
会長　安藤　昌
弘

飲酒，喫
煙，くすり
の使用につ
いてのアン
ケート調査
の対象者抽
出

平成２７年
８月４日 矢野東二丁目

株式会社サーベ
イリサーチセン
ター
広島事務所
広島事務所長　
原田　一臣

平成２７年
度全国都市
交通特性調
査（中国ブ
ロック）の
対象者抽出

平成２７年
８月２７日

畑賀一丁目
畑賀二丁目
畑賀三丁目

株式会社サーベ
イリサーチセン
ター
広島事務所
広島事務所長　
原田　一臣

平成２７年
度全国都市
交通特性調
査（中国ブ
ロック）の
対象者抽出

平成２７年
８月２７日 阿戸町

株式会社サーベ
イリサーチセン
ター
広島事務所
広島事務所長　
原田　一臣

平成２７年
度全国都市
交通特性調
査（中国ブ
ロック）の
対象者抽出

平成２７年
８月２８日

船越南一丁目
船越南二丁目
船越南三丁目
船越南四丁目
船越南五丁目

株式会社インテ
ージリサーチ
代表取締役社長
　井上　孝志

平成２７年
度市民の社
会貢献に関
する実態調
査の対象者
抽出

平成２７年
９月８日 矢野西七丁目

㈱日本リサーチ
センター
代表取締役社長
　鈴木　稲博

生活意識に
関するアン
ケート調査
の対象者抽
出

平成２７年
９月１７日

矢野東四丁目
矢野東五丁目

一般社団法人新
情報センター
会長　安藤　昌
弘

平成２７年
度食育に関
する意識調
査の対象者
抽出

平成２７年
９月３０日 矢野西五丁目

一般社団法人新
情報センター
会長　安藤　昌
弘

家計消費状
況調査の対
象者抽出

平成２７年
１０月６日

瀬野一丁目
瀬野二丁目
上瀬野南一丁目

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

全国放送サ
ービス接触
動向調査の
対象者抽出

平成２７年
１０月１４
日

矢野南二丁目

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

テレビ視聴
に関する調
査の対象者
抽出

平成２７年
１１月２５
日

船越五丁目
船越六丁目

株式会社ビデオ
リサーチ
代表取締役社長
　秋山　創一

全国たばこ
喫煙者調査
の対象者抽
出

平成２７年
１２月２２
日

矢野町

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区告示第２号

平成２８年４月２７日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長　　大東和　政　仁

（平成２７年度の状況）

国又は地方公共
団体の機関の名
称

請求事由の
概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

自衛隊広島地方
協力本部

自衛官等の
募集に伴う
広報

平成２８年
１月２７日
平成２８年
１月２８日
平成２８年
２月　２日
平成２８年
２月３日

安芸区全域

備考　�公表の対象は，閲覧日が平成２７年４月１日から平成２８

年３月３１日までのものです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区告示第３号

平成２８年４月２７日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長　　大東和　政　仁

（平成２７年度の状況）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の年月
日 閲覧に係る住民の範囲

㈱日本リサーチ
センター
代表取締役社長
　鈴木　稲博

６月全国個
人視聴率調
査の対象者
抽出

平成２７年
４月１７日 阿戸町

㈱日本リサーチ
センター
代表取締役社長
　鈴木　稲博

生活意識に
関するアン
ケート調査
の対象者抽
出

平成２７年
６月４日
平成２７年
６月１９日
平成２７年
６月３０日
平成２７年
７月３日

矢野南三丁目

一般社団法人新
情報センター
会長　安藤　昌
弘

インターネ
ット上の安
全，安心に
関する世論
調査の対象
者抽出

平成２７年
６月９日 矢野東三丁目

一般社団法人新
情報センター
会長　安藤　昌
弘

国民生活に
関する世論
調査の対象
者抽出

平成２７年
６月９日 矢野西六丁目

一般社団法人新
情報センター
会長　安藤　昌
弘

家計消費状
況調査の対
象者抽出

平成２７年
６月９日 瀬野町
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ０ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成２７年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表します。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長　　久　笠　信　雄

別紙　略

人事委員会規則
広島市人事委員会規則第１１号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ １ 日

　広島市人事委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

広 島 市 人 事 委 員 会

委員長　　吉　岡　　　浩

広島市人事委員会が保有する保有個人情報の開示等に

関する規則の一部を改正する規則

　広島市人事委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規

則（平成８年人事委員会規則第７号）の一部を次のように改正す

る。

　第５条中「第３３条」を「第３４条」に，「第３２条第２項」

を「第３３条第２項」に改める。

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市人事委員会規則第１２号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ １ 日

　管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

広 島 市 人 事 委 員 会

委員長　　吉　岡　　　浩

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

　管理職員等の範囲を定める規則（昭和５４年広島市人事委員会

規則第１３号）の一部を次のように改正する。

　別表第１市長の事務部局の項第５号中「企画総務局法務課法務

係長」の右に「及び審理係長」を加え，同表教育委員会事務局の

項第５号中「並びに人件費の編成及び経理並びに諸手当の認定に

関する事務」を削り，同項第６号中「調整係長」の右に「，労務

係長」を加え，同項第７号中「　教育企画課の主事（県費負担教

職員の給与費等の移譲に関する事務を担当する主事に限る。）」

を削り，「指定に関する事務を専ら担当する上席の主事に限

る。）」の右に「及び労務係の主事」を加える。

　別表第２復興工事事務所の項中「所長」を「所長　次長」に改

める。

一般社団法人新
情報センター
会長　安藤　昌
弘

家計消費状
況調査の対
象者抽出

平成２８年
２月２日 阿戸町

㈱日本リサーチ
センター
代表取締役社長
　鈴木　稲博

食生活に関
する世論調
査２０１６
の対象者抽
出

平成２８年
２月２日 矢野南四丁目

一般社団法人中
央調査社
会長　西澤　豊

宝くじに関
する世論調
査の対象者
抽出

平成２８年
３月１日 船越一丁目

備考

１　公表の対象は，閲覧日が平成２７年４月１日から平成２８

年３月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合

にあっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいま

す。

区 選 管 告 示
広島市南区選挙管理委員会告示第３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ５ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成２７年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表します。

広島市南区選挙管理委員会

委員長　　大　原　貞　夫

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第４号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ２ ０ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成２７年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長　　渡　部　邦　昭

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第３号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ５ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成２７年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長　　秦　　　　　清

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　平成２８年度土曜日授業の実施について（学校経営活性化

に向けた取組）（報告）

⑵　「１０オフ運動」の平成２７年度取組結果及び平成２８年

度取組計画について（報告）

⑶　平成２７年度「広島市青少年問題協議会」の開催結果につ

いて（報告）

⑷　平成２７年度平和に関する意識実態調査報告について（報

告）

⑸　広島市教育委員会会議規則等の一部改正について（代決報

告）

水 道 局 規 程
広島市水道局規程第２号

平成２８年３月３１日

　広島市水道局行政不服審査法による書面の写し等交付手数料規

程を次のように定める。

広 島 市 水 道 事 業 管 理 者

広島市水道局長　　高　広　義　明

広島市水道局行政不服審査法による書面の写し等交付

手数料規程

　（趣旨）

第１条　この規程は，行政不服審査法による書面の写し等交付手

数料条例（平成２８年広島市条例第１５号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し，他の規則その他の規程に定めがあるもの

のほか，必要な事項を定めるものとする。

　（手数料の減免）

第２条　条例第４条の規定により手数料を減額し，又は免除する

ことができる場合は，次の各号のいずれかに該当する場合とす

る。

⑴　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１１条第１項

各号に掲げる扶助を受けているとき。

⑵　その他経済的困難により手数料を納付する資力がないと認

められるとき。

２　手数料の減額又は免除は，行政不服審査法（平成２６年法律

第６８号。以下「法」という。）第３８条第１項又は法第８１

条第３項において準用する法第７８条第１項の規定による交付

の求め１件につき２，０００円を限度とする。

３　手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は，法

第３８条第１項又は法第８１条第３項において準用する法第

７８条第１項の規定による交付を求める際に，併せて当該減額

又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなけ

ればならない。

４　前項の書面には，審査請求人等が第１項各号のいずれかに該

当することを証する書面を，添付しなければならない。

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

農 業 委 規 程
農業委員会規程第１号

平成２８年４月１日

　広島市農業委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規

程の一部を改正する規程をここに公布する。

広島市農業委員会会長　　河　野　信　義

広島市農業委員会が保有する保有個人情報の開示等に

関する規程の一部を改正する規程

　広島市農業委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規

程（平成１３年６月２３日農業委員会規程第５号）の一部を次の

ように改正する。

　第５条中「第３３条」を「第３４条」に，「第３２条第２項」

を「第３３条第２項」に改める。

附　則

　この規程は，平成２８年４月１日から施行する。

教委規則
広島市教育委員会規則第１０号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 ４ 日

　広島市教育委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市教育委員会　委員長　　井　内　康　輝

広島市教育委員会が保有する保有個人情報の開示等に

関する規則の一部を改正する規則

　広島市教育委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規

則（平成８年広島市教育委員会規則第１５号）の一部を次のよう

に改正する。

　第５条中「第３３条」を「第３４条」に，「第３２条第２項」

を「第３３条第２項」に改める。

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

教委告示
広島市教育委員会告示第６号

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ ２ 日

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会

委員長　　井　内　康　輝

１　日　時　平成２８年４月１９日（火）　午前９時３０分
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広島市水道局職員の職名に関する規程の一部を改正す

る規程

　広島市水道局職員の職名に関する規程（昭和３８年水道局規程

第８号）の一部を次のように改正する。

　第３条の次に次の１条を加える。

　（再任用職員の職名）

第４条　前２条の規定によるもののほか，再任用職員（地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項，第２�

８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定

により採用された職員をいう。以下この条において同じ。）の

職名には，再任用職員であることを示す文字を用いることがで

きる。

附　則

　この規程は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市水道局規程第５号

平成２８年４月１日

　水道事業管理者が保有する保有個人情報の開示等に関する規程

の一部を改正する規程を次のように定める。

広 島 市 水 道 事 業 管 理 者

広島市水道局長　　野　津　山　宏

水道事業管理者が保有する保有個人情報の開示等に関

する規程の一部を改正する規程

　水道事業管理者が保有する保有個人情報の開示等に関する規程

（平成８年広島市水道局規程第１０号）の一部を次のように改正

する。

　第５条中「第３３条」を「第３４条」に，「第３２条」を「第

３３条」に改める。

附　則

　この規程は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市水道局規程第６号

平成２８年４月２８日

　物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一部を改

正する規程を次のように定める。

広 島 市 水 道 事 業 管 理 者

広島市水道局長　　野　津　山　宏

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の

一部を改正する規程

　物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成７年

広島市水道局規程第１１号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１項中「第３項第２号」と「第４項第２号」に改め

る。

　第４条第１項中「第６条」の右に「又は第１０条第５項」を加

える。

　第５条第１項中「第７条第１項」の右に「又は第１０条第６

項」を加え，同条第３項中「第７条第２項」の右に「又は第１０

附　則

　この規程は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市水道局規程第３号

平成２８年３月３１日

　広島市水道局事務分掌規程及び広島市水道局職務権限規程の一

部を改正する規程を次のように定める。

広 島 市 水 道 事 業 管 理 者

広島市水道局長　　高　広　義　明

広島市水道局事務分掌規程及び広島市水道局職務権限

規程の一部を改正する規程

　（広島市水道局事務分掌規程の一部改正）

第１条　広島市水道局事務分掌規程（昭和２６年水道局規程第１�

０号）の一部を次のように改正する。

第３条第６項第３号中「確定」を「調定」に改め，同条第１�

６項中第５号を削り，第６号を第５号とする。

第３条の次に次の１条を加える。

　　（審査請求の審査事務）

第４条　前条に定める所掌事務のほか，審査請求の審査に係る

事務は，市長等が別に指定する事務を除き，審査請求の対象

となる処分又はその不作為に係る制度を総括して所管する課

等において所掌するものとする。ただし，次に掲げる処分又

はその不作為に係る審査請求に関する事務は，当該処分又は

その不作為に係る事務を所掌する課等において所掌するもの

とする。

⑴　広島市情報公開条例の規定による開示請求に係る公文書

の全部又は一部を開示しない旨の決定その他の処分

⑵　広島市個人情報保護条例の規定による開示請求に係る保

有個人情報の全部または一部を開示しない旨の決定その他

の処分

　（広島市水道局職務権限規程の一部改正）

第２条　広島市水道局職務権限規程（昭和４６年水道局規程第９

号）の一部を次のように改正する。

別表の１の表３の部１６の項中「不服申立て等」を「不服申

立て」に改め，同表４の部３の項中「異議申立て」を「審査請

求」に改める。

別表の２の表人事課の部６の款４の項中「職員が営利企業等

に従事すること」を「職員の営利企業への従事等」に改める。

附　則

　この規程は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市水道局規程第４号

平成２８年３月３１日

　広島市水道局職員の職名に関する規程の一部を改正する規程を

次のように定める。

広 島 市 水 道 事 業 管 理 者

広島市水道局長　　高　広　義　明
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氏　　　名 住　　　所

今　田　健太郎 広島県広島市南区大須賀町１６番５－３０１�
号

上　椙　裕　章 広島県広島市中区東白島町１９番６２－１５�
０２号

三　浦　真　一 広島県広島市西区庚午北四丁目９番２号
木　原　隆　道 広島県東広島市西条本町１４番６号

２　包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間

平成２８年４月１３日から平成２９年３月３１日まで

条第７項」を加え，同条に次の１項を加える。

４　契約規程２３条の規定は，特定調達契約に関する事務につい

ては，適用しない。

　第６条中「第６条」の右に「若しくは第１０条第５項」を加

え，「第７条第１項」の右に「若しくは第１０条第６項」を加

え，同条第３号中「公告」を「当該公告」に改める。

　第７条第１項中「公告を」を「特例政令第６条若しくは第１０

条第５項の公告を」に改め，「第７条第１項」の右に「若しくは

第１０条第６項」を加え，同条第４項中「第７条第２項」の右に

「又は第１０条第７項」を加える。

　第９条第１号を次のように改める。

⑴　特例政令第６条若しくは第１０条第５項の公告又は特例政

令第７条第１項若しくは第１０条第６項の規定による公示を

しなければならない事項（特例政令第６条第６号に掲げる事

項を除く。）

　第１２条を第１３条とする。

　第１１条第１項中「第１１条」を「第１２条」に改め，同条第

２項第７号中「第６条」の右に「若しくは第１０条第５項」を，

「第７条第１項」の右に「若しくは第１０条第６項」を加え、同

条を第１２条とする。

　第１０条を第１１条とし，第９条の次に次の１条を加える。

　（予定価格の決定の特例）

第１０条　特例政令第１０条第１項の規定による入札に付する事

項の予定価格は，契約規程第１７条第１項の規定にかかわら

ず，当該入札に付する物品等又は役務の種類ごとの総価額を当

該種類ごとの需要数量で除した金額をもって定めなければなら

ない。

附　則

　（施行期日）

１　この規程は，平成２８年５月１日から施行する。

　（広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する規程の一部改正）

２　広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する規程（平成１７年広島市水道局規程第６号）の一部を次の

ように改正する。

　別表第２の表中「第１０条」を「第１１条」に改める。

監査告示
広島市監査告示第１号

平成２８年４月１３日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２

項の規定に基づき，次のとおり告示します。

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　竹　田　康　律

同　　　　　　　星　谷　鉄　正

１　包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所


